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RECORD OF DISCUSSIONS
 

BETWEEN
 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
 

AND
 

AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOYERJ~MENT OF MONGOLIA
 

ON JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR
 

CAPACITY DEVELOPMENT PROJECT FOR AIR POLLUTION CONTROL IN
 

ULAANBAATAR CITY, MONGOLIA
 

The Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") through its 

Chief Representative in Mongolia, exchanged views and had a series of discussions with the 

Mongolian authorities concerned with respect to desirable measures to be taken by JICA and the 

Government of Mongolia (hereinafter referred to as "GOM") for the successful implementation of 

the technical cooperation program concerning the Capacity Development Project for Air Pollution 

Control in Ulaanbaatar City, Mongolia. 

As a result of the discussions, and in accordance with the provisions of the Agreement on 

Technical Cooperation between the Government of Japan and the Government ofMongolia, signed 

in Tokyo on December 5, 2003 (hereinafter referred to as "the Agreement"), JICA and Mongolian 

authorities concerned agreed on the matters referred to in the document attached hereto. 

Ulaanbaatar, December 7, 2009 

~.. 

r. Da adorj GANBOLD 

Chief Representative Vice Mayor of Ulaanbaatar City Director General 

nCA Mongolia Office in charge of Industry and Department ofDevelopment 
Japan Ecology, Financing and Cooperation 

Mongolia Ministry of Finance, 

Mongolia 

Witnessed by: 

Director Director General 

Department of Fuel Policy National Air Quality Office / 

Ministry ofMineral Resources National Agency for Meteorology 

and Energy, and Environment Monitoring, 

Mongolia Mongolia 
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ATTACHED DOCUMENT
 

I.	 COOPERATION BETWEEN JICA AND THE GOVERNMENT OF 

MONGOLIA 

1.	 GOM will implement the Capacity Development Project for Air Pollution 

Control in Ulaanbaatar City (hereinafter referred to as "the Project") in 

cooperation with JICA. 

2.	 The Project will be implemented in accordance with the Description of the 

Project which is given in ANNEX 1. 

II.	 MEASURES TO BE TAKEN BY JICA 

In accordance with the laws and regulations in force in Japan and the provisions 

of Article III of the Agreement, JICA, as the executing agency for technical 

cooperation by the Government of Japan, will take, at its own expense, the 

following measures according to the normal procedures of its technical 

cooperation scheme. 

1. DISPATCH OF JAPANESE EXPERTS 

JlCA will provide the services of the Japanese experts (hereinafter referred to as 

"the Expert") as listed in Annex II. The provision ofArticle V of the Agreement 

will be applied to the above-mentioned experts. 

2.	 PROVISION OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

JICA will provide such machinery, equipment and other materials (hereinafter 

referred to as "the Equipment") necessary for the implementation of the Project 

as listed in Annex III. The provision of Article VII-l of the Agreement will be 

applied to the Equipment. 

3.	 TRAINING OF MONGOLIAN PERSONNEL IN JAPAN 

JICA will receive the Mongolian personnel connected with the Project for 

technical training in Japan. 

1
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III. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF MONGOLIA 

1.	 GOM will take necessary measures to ensure that the self-reliant operation of the 

Project will be sustained during and after the period of Japanese technical 

cooperation, through full and active involvement in the Project by all related 

authorities, beneficiary groups and institutions. 

2.	 GOM will ensure that the technologies and knowledge acquired by the 

Mongolian nationals as a result of the Japanese technical cooperation will 

contribute to the economic and social development of Mongolia. 

3.	 In accordance with the provisions of Article V of the Agreement, GOM will 

grant in Mongolia privileges, exemptions and benefits to the Japanese experts 

referred to in II-I above and their families. 

4.	 In accordance with the provisions of Article VII of the Agreement, GOM will 

take the measures necessary to receive and use the Equipment provided by JICA 

under II-2 above and equipment, machinery and materials carried in by the 

Japanese experts referred to in II-I above. 

5.	 GOM will take necessary measures to ensure that the knowledge and experience 

acquired by the Mongolian personnel from technical training in Japan will be 

utilized effectively in the implementation ofthe Project. 

6.	 In accordance with the provision of Article V of the Agreement, GOM will 

provide the services of Mongolian counterpart personnel and administrative 

personnel as listed in Annex N. 

7.	 In accordance with the provision of Article V of the Agreement, GOM will 

provide the buildings and facilities as listed in Annex V. 

8.	 In accordance with the laws and regulations in force in Mongolia, GOM will 

take necessary measures to supply or replace at its own expense machinery, 

equipment, instruments, vehicles, tools, spare parts and any other materials 

necessary for the implementation of the Project other than the Equipment 

provided by JICA under II-2 above. 
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9.	 In accordance with the laws and regulations in force in Mongolia, GOM will 

take necessary measures to meet the runmng expenses necessary for the 

implementation of the Project. 

IV ADMINISTRATION OF THE PROJECT 

1.	 The Air Quality Department of the Capital. City (hereinafter referred to as 

"AQDCC") shall be the responsible agency ofthe Project. 

2.	 Director of AQDCC as the Project Director will bear overall responsibility for 

the administration and implementation of the P~oject. 

3.	 Deputy Director of AQDCC as the Project Manager will be responsible for the 

managerial and technical matters ofthe Project. 

4.	 The Counterpart Working Group (hereinafter referred to as "C/P-WG") will be 

organized as described in Annex N in order to implement project activities of 

the Project. 

5.	 The Leader of the Experts will provide necessary recommendations and advices 

to the Project Director and the Project Manager on any matters pertaining to the 

implementation of the Project. 

6.	 The Experts will give necessary technical guidance" and advices to Mongolian 

counterpart and C/P-WG on technical matters pertaining to the implementation 

of the Project. 

7.	 For the effective and successful implementation oftechnical cooperation for the 

Project, the Joint Coordinating Committee (hereinafter referred to as "JCC") on 

the Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City, 

will be established whose function and composition are described in Annex VI. 
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V JOINT EVALUAnON 

Mid-term review and terminal evaluation of the Project will be conducted jointly 

by IlCA and the Mongolian authorities concerned, at the middle and during the 

last six months of the cooperation term in order to examine the level of 

achievement. 

VI CLAIMS AGAINST JAPANESE EXPERTS 

In accordance with the provision of Article VI of the Agreement, the 

Government of Mongolia undertakes to bear claims, if any arises; against the 

Japanese experts engaged in technical cooperation for the Project resulting from, 

occurring in the course of, or otherwise connected with the discharge of their 

official functions in Mongolia except for those arising from the willful 

misconduct or gross negligence of the Japanese experts. 

VII MUTUAL CONSULTATION 

There will be mutual consultation between IlCA and the Government of 

Mongolia on any major issues arising from, or in connection with this Attached 

Document. 

VIII MEASURES TO PROMOTE UNDERSTANDING OF AND SUPPORT FOR 

THE PROJECT 

For the purpose of promoting support for the Project among the people of 

Mongolia, the Government of Mongolia will take appropriate measures to make 

the Project widely known to the people ofMongolia. 

IX INFORMATION DISCLOSURE 

The disclosure of the information obtained .inthe Project shall be judged based 

on discussion by the Mongolian side and IlCA. 
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X TERM OF COOPERATION 

The duration of the technical cooperation for the Project under this Attached 

Document will be three(3) years from the first arrival of the JICA experus) in 

Ulaanbaatar. 

ANNEX I 

ANNEX II 

ANNEX III 

ANNEX IV 

ANNEX V 

ANNEX VI 

DESCRIPTION OF THE PROJECT· 

LIST OF JAPANESE EXPERTS 

LIST OF EQUIPMENT 

COUNTERPART WORKll'J"G GROUP 

LIST OF BUILDINGS AND FACILITIES 

JOINT COORDINATING COMMITTEE 
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ANNEX I DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1.	 Overall Goal 

Measures for emission reduction of air pollutants will be strengthened in Ulaanbaatar 

City. 

2.	 Project Purpose 

Capacity for air pollution control in Ulaanbaatar City is strengthened, paying special 

attention to the human resource development of the Municipality of Ulaanbaatar 

(hereinafter referred to as MOB) and other relevant agencies among other aspects of 

the capacity development. 

Outputs 

(1) Capability of AQDCC and the other relevant agencies to evaluate emission 

inventory and impacts on air quality is developed. 

(2) Stack gas measurements are periodically implemented in Ulaanbaatar City. 

(3) Emission regulatory capacity of AQDCC is strengthened under the cooperation 

with the relevant agencies. 

(4) Emission reduction	 measures to major emission sources are enhanced by 

AQDCC. 

(5) AQDCC and the relevant agencies can integrate the results from output 1 to 4, 

and take them into the air quality management, and disseminate them to the 

public. 

3.	 Activities 

Output 1 

1.1 Existing emission inventories (activity data, emission factor etc.) are analyzed and 

framework of emission inventory (target pollutants, target emission sources, 

information items of emission sources etc.) is determined. 

1.2 Stationary emission source investigation is planned and implemented. 

1.3 Mobile emission source investigation is planned and implemented. 

1.4 Investigation methods for fugitive dust, medical waste and open burning etc. are 

examined and the investigation is implemented. 

1.5 Emission inventory for the baseline year is elaborated based on the investigation 

results for stationary, mobile and the other emission sources. 

1.6 Air quality monitoring data are collected and analyzed to evaluate the 
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adequateness of data. 

1.7 Simulation is implemented for the baseline year, and accuracy	 of emission 

inventory and reproducibility of simulation model is confirmed. 

1.8 Emission inventories for the target year and air 

1.9 Emission	 inventory system including database and manual development" is 

designed and established. 

Output 2 

2.1 Trainees learn theory and basics for stack gas measurement by training course in 

Japan. 

2.2	 Feasibility of sampling hole installation is assessed and target boilers for' 

measurement are selected. 

2.3	 Measurement equipment with standard gas is introduced and training for 

measurement is implemented. 
" " 

2.4 Simplified measurement methods such	 as Ringelmann chart and measurement 

methods for Ger stove etc. are investigated. 

2.5 Target boilers are measured and stack gas status is evaluated. 

2.6 Guidelines for stack gas measurement (sampling holes, simplified measurements, 

power plant boilers measurements, Ger stove measurements, instruments 

operation and boiler test etc.) are elaborated. 

2.7 Guidelines for stack gas measurement are improved. 

2.8 Adequateness of emission standard values and measurement methods of MNS is 

evaluated and improvement is proposed ifnecessary. 

2.9 Pilot inspection methodology is elaborated. 

2.10	 Pilot inspections are implemented, and the results are informed, and 

improvements are requested. 

Output 3 

3.1 Existing information on boilers is collected and compiled, and boiler registration 

and permission system is designed with reference to Japanese boiler registration 

system. 

3.2 Target boilers for registration system are selected and site visit investigation is 

planned and implemented. 

3.3 Boiler registration system is designed and developed. 

3.4 Requirements for the permissions	 to operate (or good boiler certification) are 

defined. 
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3.5 All target boilers are registered and the permissions to operate (or good boiler 

certifications) are issued to the boilers which satisfy conditions. 

Output 4 

4.1 Seminar on MNS and boiler registration system is held. 

4.2 Lecture on basic information of combustion control and air pollution control is 

held. 

4.3 Major emission sources	 are diagnosed and air pollution control measures are 

proposed in the aspects of facilities and management. 

4.4	 Proposal of control measures for major air pollutants emission sources IS 

introduced at seminar. 

4.5 Visits on bad and good practices are implemented. 

4.6 Step by step tighter controls and institutional arrangements are proposed so that 

the majority ofboilers comply with MNSs such as emissions standards. 

Output 5 

5.1 Knowledge and experiences in Japan are introduced at seminar. 

5.2 Members of Counterpart (hereinafter referred to as "C/P") and C/P-WG learn on 

air pollution control at training courses in Japan. 

5.3 Japanese experts periodically have discussions with members of C/P and C/P-WG 

and make appropriate advices. 

5.4 Members	 of C/P and C/P-WG contribute to city-wide air quality management 

program supported by the donor community. 

5.5 C/P holds at least 2 times of seminars for public awareness on air pollution control 

under the cooperation ofC/P-WG. 
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ANNEX II LIST OF JAPANESE EXPERTS 

Experts on: 

1.	 Leader / Air Pollution Control 

2.	 Stationary Emission Inventory 

3.	 Mobile Emission Inventory 

4.	 Simulation Model 

5.	 Database 

6.	 Stack Gas Measurement 1,2,3,4 

7.	 Boiler Technology and Control Measures 1,2 

8.	 Project Coordinator 

9.	 Other expert(s) will be dispatched, when necessary arises, for the smooth 

implementation ofthe Project within the framework ofthe Project. 
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ANNEX III LIST OF EQUIPMENT 

The following equipment will be provided. 

(1) Hardware and Software for Inventory and Boiler Database 

(2) Equipment for Stack Gas Measurement 

(3) Equipment for Energy Management of Boiler 

(4) The	 other machinery, equipment and materials necessary for the effective 

implementation of the Project will be provided by JICA .within budgetary 

limitations. 
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ANNEX IV COUNTERPART WORKING GROUp· 

The Counterpart Working Group consists ofthe following agencies. 

1. Agencies appointed by the Mayor's Order (NO. 353, July 15, 2009) 

Air Quality Department of the Capital City 

Ministry ofMineral Resources and Energy 

Ministry ofNature, Environment and Tourism 

National Inspection Agency 

Inspection Agency of Capital City 

Urban Development Policy Department of the ~ayor' s Office of Capital.City 

Environment Pollution and Waste Management Department 

National Air Quality Office 

2.	 Agencies to be invited by Vice Mayor ofUlaanbaatar City in charge of Industry 

and Ecology who will be the Chairperson of the JCC 

Traffic Police Department
 

Road Department of the Capital City
 

Public Transportation Department of the Capital City
 

Petroleum Authority of Mongolia
 

National University ofMongolia
 

Central Laboratory ofEnvironment and Metrology
 

Engineering Facilities Department ofthe Ulaanbaatar City
 

Heating Stoves Utilization Department
 

Power Plant No.2
 

Power Plant No.3
 

Power Plant No.4
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ANNEX V LIST OF BUILDINGS AND FACILITIES 

1.	 The office space for the Experts within the AQDCC main building. 

2.	 The space and facility for analytical works in Central Laboratory of Environment 

and Metrology. 

3.	 Facilities such as desks, chairs, book shelves, internet access and telephone, etc. 

necessary for the Project Activities. 

4.	 Electricity, water supply and necessary telecommunication facilities including 

telephone, facsimile and e-mail services. (Those expenses will be borne by the 

Mongolian side.) 

5.	 One Vehicle for fieldwork (Another vehicle will be arranged by JICA.) 

6.	 Other facilities mutually agreed upon, if necessary. 
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ANNEX VI JOINT COORDINATING COMMITTEE 

1.	 Functions 

The Joint Coordinating Committee shall; 

(1) Authorize the annual work plan of the Project based on the Plan ofOperations 

within the framework of Record ofDiscussions; . 

(2) Monitor and evaluate the progress of the Project and the results of the annual 

work plan; 

(3) Discuss and advise on major issues that arise during the implementation period 

of the Project; and 

(4) Facilitate the project outputs to be integrated into the Air Pollution Control in . 

Ulaanbaatar city. 

2.	 Composition 

(1) Chairman: D. Ganbold (Vice Mayor ofUlaanbaatar City in charge of 

Industry and Ecology) 

(2) Member: 

[Mongolia side] 

1) D.Enkhbat (Ministry of Nature, Environment and Tourism) 

2) B.Tuguldur (Ministry of Finance) 

3) S.Ochirbat(Ministry of Road, Transportation, Construction and Urban 

Development) 

4) N.Boldkhuu (Ministry ofMineral Resources and Energy) 

5) B.Saran (National Inspection Agency) . 

6) Ts.Gankhuuffleneral Engineer ofUlaanbaatar City) 

7) B.Bayanjargal (Development Policy Department of the Mayor's office 

of Capital city) 

8)	 D.Tseesodroltsoo (National Air Quality Office) 

9) B.Injinash (Air Quality Department of the Capital City) 

10) Ch.Batsaikhan (Air Quality Department of the Capital City) 

[Japanese Side] 

1)	 JICA Mongolia Office 

2)	 JICA Experts of the Project 

3)	 Relevant Personnel appointed by JICA, if necessary 

[Observers] 

1) Embassy of Japan in Mongolia 

2) Other personnel invited by the Chairperson 
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MINUTES OF MEETINGS 

BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

AND 

THE AUTHORITIES CONCERNED AT THE GOVERNMENT 

OF MONGOLIA 

ON JAPANESE TECHNICAL COOPERATION 

FOR CAPACITY DEVELOPMENT PROJECT FOR AIR POLLUTION CONTROL IN 

ULAANBAATAR CITY, MONGOLIA 

The Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") 

Mongolia Office and the Mongolian authorities concerned (hereinafter referred to as "the 

Mongolian Side") had a series of discussions with respect to desirable measures to be taken 

by JICA and the Mongolian Side for the successful implementation of Capacity Development 

Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City, Mongolia. 

As a result of discussions, JICA Mongolia Office and the Government of Mongolia 

agreed to summarize the matters referred to in the document attached hereto as a supplement 

to the Record of Discussions (hereinafter referred to as "RID") on the Project signed on at 

Ulaanbaatar on December 7, 2009. 

nCA Mongolia Office in charge of Industry and Department ofDevelopment 

Japan Ecology, Financing and Cooperation 

Mongolia Ministry of Finance, 

Mongolia 

Witnessed by: 

fl1r Mr. Yukio ISHIDA 

Chief Representative 

~;tar, Deoonber 7, 2009 

?"Mr. Davaadorj GANBOLD Mr.Baa gai KHURENB 

Vice Mayor of Ulaanbaatar City Director General 

Director 

Department ofFuel Policy 

Ministry ofMineral Resources 

and Energy, 

Mongolia 

Mr. se\di"d"'£l)41twf:)1 

National Air Quality Office / 

National Agency for Meteorology 

and Environment Monitoring, 

Mongolia 
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THE ATTACHED DOCUMENT 

This document has been prepared for the better understanding of the RID agreed 

upon between the Mongolia side and JICA on the date of signing. The main items that had 

been discussed and agreed upon by both sides are summarized as follows. 

I. PROJECT DESIGHN MATRIX AND PLAN OF OPERATION 

JICA explained that the Project Design Matrix (hereinafter referred to as "the 

PDM") is to be introduced for the efficient and effective management and evaluation of the 

Project. Both sides agreed the PDM to the Project as shown in APPENDIX 1. Plan of 

Operation (hereinafter referred to as "the PO") based on the PDM is shown in APPENDIX II 

II. REVISIONS OF THE PDM AND PO AGREED 

The PDM and PO had been revised based on the result of consultation as follows. 

1.	 Activity 4.6 ofthe PDM was revised for more accurate description ofthis activity. 

2.	 All verifiable indicators at the level of "Outputs from the Project" in the PDM were 

revised from previous PDM. There are revises indicators at the output 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

3.1,4.1,4.2, and 5.1. 

3.	 Important Assumptions in PDM of "Overall goal of the project", "Purpose of the project" 

and "Outputs from the project" were revised. 

4.	 Activity 4.6 of the Project and Expected result at PO.was revised. 

III. ITEMS REVISED IN THE DESCRIPTION OF THE PROJECT 

According to the above revision, Activity 4.6 of Output 4 in the Description of the 

Project of the RID was revised. 

IV. REVIS ON DURING THE PROJECT IMPLEMENTATION 

The PDM and the PO will be reviewed and revised if necessity arises during the 

project implementation. Especially, Objectively Verifiable Indicators and Means of 

Verificationof the PDM will be determined within one year after starting the Project. 
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V.	 THE LIST OF THE MEMBERS FOR THE COUNTERPART WORKING 
GROUP 

The both sides agreed the participating agencies to the Counterpart Working Group 

as shown in the ANNEX IV of the RID. Also the both sides agreed that the AQDCC will 

obtain the list of the members with names and will submit it to JICA Mongolia Office by the 

inception of the Project. 

VI.	 THE MEMBERS OF THE JOINT COORDINATING COMMITTEE 

The Mayor's Order No.540 which designates the Joint Coordinating Committee 

(hereinafter referred to as "JCC") members was issued on 9th October 2009 based on the 

agreement made in the Third Detailed Planning Survey in August which is attached in the 

APPENDIX III. Based on this Mayor's Order, the both sides agreed the JCC members as 

shown in the ANNEX VI ofthe RID. Nevertheless the General Manager of Ulaanbaatar City _ 
(hereinafter referred to as GM), requested as a key member, is not included. The both sides 

agreed the importance of the coordination with the GM for effective implementation of the 
project. 

The both sides agreed to keep close coordination with the GM during the 

implementation of the project. 

APPENDIX I PROJECT DESIGN MATRIX (PDM) 

APPENDIX II PLAN OF OPERATION (PO) 

APPENDIXIII THE MAYOR'S ORDER NO.540 
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. -'<:.:. 

~~i) 
o HHI1CJI3JIUJ1H 3ACAr p,APn~IH 

3AXHPA1\lX( 

.;2009 Oflbl'lO capsn-	 09 (lp,l?:P 

_. TSCf1l.1V1H yp,Y1pp,ax XopOO 6aiiryyJlax TYxaVi 

Moaron YnCblH 3acar saxapraa, HYTar ASBCrSpl-1V1H H3r>K, TYVHl-1~ yp,litp,IJ,JlarbIH 

TYxa~ xyynlit~H 29 P,yr33p 3yiifll-1HH29.2 AaXb x3cn1V1r YHA3cnSH 3AXlt1PAM>KnAX Hb: 

H3r. Ynaaatiaarap XOTOA araap 60xl-1PAyynar\.j sx VVCBspYYASSC anrapax 

6oxVlPAyynal""i Xl-1V1HVVP,l-1~H aryynaM)f(I-1~r 5YYPYYJlax 30Pl-1JlrOOP rlnoH yncblH 

6y~anTrYVl rycnasosaap X3PSr>Kl-1X "YJlaaH6aaTap XOTblH araapsm 60Xl-1P,lJ,JlbIH 

X5IHanTbIH YaAaBXl-1~r 6SX>l<VVIlSX Tscsn"-l-1V1H TSCm1l1H YAlitpp,aX xopoor napaaxs 

6ypsnAsXYYHTsiir3Sp 6a~ryYIlcyra~. 

Aapra: AraH60JlA	 HVlVlcnsJll-1V1H 3acar p,aprblH 0PIlOI""i 

fl-1WVVA: A.3Hx6aT	 6a~raIlb 0P\.jI-1H, aanan >KyYJl\.jJlarlbIH 51aMHbl 
XypSSJlSH 6yVl 0P\.jl-1H, 6a~raJll-1V1H HSS~l-1~H 

raspsra p,apra 13SBWl-1n~CSHSspl 

6.Tsrsnp,sp	 CaHrVl~H f1aMHbl 3S3n TYCnaM>Kl-1HH 
60Anoro, xaMTblH asomnaraaau raspua 
axnax MSprS>KY1IlTSH 13SBWl-1n~CSHSspl 

C.O\.jl-1p6aT	 3aM, TSSBSp. tiapanra, XOT 6a~ryynaIlTblH 

51aMHbl XOT 6a~ryYJlaJlT, ra3pblH xapanuaasu 
60,IJ,JIOrb1H raspuu p,apra 13SBWY1nl\CSHeepl 

H.6onp,xyy	 3PA3C 6asmar, SP\.jY1M XY\.jHY1V1 51aMHbl TYflWHVI~ 

60AIlorblH ra3pblH opnorx napra 
13SBWVllluceseep/ 

6.CapaH	 M3prS>KJ1L1~H XflHallTblH EPSHXl-1~ raapsu
6a~ranb OP\.jI-1H, reonora yyll yypxai:1H 
XflHallTblH YIlCblH a1l6aHbi p,apra 
13SBWl-1Jl~CSHSSpl 

zaill~m"2(u
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YIlCblH Araapsm ~aHapblH aIl6aHbi uar yyp, 
Op~Hbl· WlIIH>KlIIIlr33HlIIVI ra3pblH P,3A p,apra 
13SSWlIIIlL\CSHeSpl 

wraHxyy	 Ynaaabaarap XOTblH EpeHXlIIVll-1H>KeHep 
6erssA 3aXlIIpaf\.llllVlH a>KIlblH aIl6aHbi . 
lt1H>KeHeplllVlH .6aHryyIlaM>t<Vl~H X3IlTCl-1V1H napra 

6.6a~H>KapraIl	 H~V1cn3IlVlt1H 3acar AaprblH TaMrblH raapsni 
XOTblH XSr>KIllllHH 6oAIlOrblH x3nTCIIIVlH napra 

5.lI1H>Kl-1HHaW	 HlIIVlcn3n~C1H Araapsn- 4aHapblH an6aHbi napra 

HapVlVlH 61114rlllVlH 
p,apra: 4.6aTcaiifxaH HlII~CIl3IlllliifH Araapu« ~aHapblH aI16aHbl P,3A 

p,apra 

Xoep.Tecnajia X3P3l/K1III1TlIIVrr 30XVlOH 6aVlryYIl>K 6aVlHrblH yp,lIIpp,Ilaraap xaaraa 

TOIIMOn X~HanT	 TaSb>K axanrtaxur TeCIllll~H yp,Vlpp,ax XOPOO /tlraH6onpj-HA 

naanracyraa. 

;.-...::::".!......~--__ ....:.r~ ..:~.= l4: ..,..-=-- ~~\ 

~;i HlJ1V1Cn3J1~~H 3ACAr ,QAprA

il ,~,~,8ereea 'ynAAH6AATAP
 
f ..~ .xorun 3AXlJ1PAr4 r.MeHX6AFlP
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別添資料 1.4-2 自立発展性を担保するためのマトリックス（第 3 回 JCC 時点） 
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1. プロジェクト成果別の自立発展性の要件（要素）の特定マトリックス 

成果 1 
ＣＤのステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 1 
ウランバートル市大気質庁と関係機関の大気汚染発生源解析と大気環境評価能

力が構築される。 
指標 
1.1 発生源インベントリデータベースが継続的に活用され、データが定期的に

更新される。 
1.2 シミュレーションモデルが構築され、AQDCC と関係機関により各汚染源対

策のプライオリティが検討できる。 
活動 
1.1 既存の発生源インベントリを（活動量・排出係数データ等）分析し、発生

源インベントリの枠組み（対象汚染物質、対象発生源、発生源情報項目等）を決

定する。 
1.2 固定発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.3 移動発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.4 その他面的発生源（裸地からの巻き上げ粉塵、廃棄物の野焼き、石炭焼却

場の処分灰、等）の調査方法を検討・実施する。 
1.5 固定・移動及びその他発生源の調査結果に基づき、基準年の発生源インベ

ントリを作成する。 
1.6 大気環境モニタリングデータを収集・解析して、データの妥当性を評価す

る。 
1.7 基準年についてシミュレーションを行い、発生源の精度及びシミュレーシ

ョンモデルの再現性を確認する。 
1.8 目標年及び対策ケースのインベントリを作成し、そのインベントリを用い

てシミュレーションを行い、大気環境への影響を評価する。 
1.9 データベースとマニュアル作成を含む発生源インベントリシステムを設

計・構築する。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

【主要メンバ】 
固定発生源：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM）、 
移動発生源：Mr. ALTANGEREL（大気質庁）、Mr. UNURBAT（NAQO）、Ms. ENKHMAA
（NAMEM） 
その他面的発生源：Ms. SANCHIRBAYAR（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM） 
シミュレーション：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM） 
【メンバ】 
固定発生源：Mr. SEDED（大気質庁）、Mr. BOLDKHUU（鉱物資源エネルギー省）、Mr. 
MUKHBAT（自然環境・観光省） 
移動発生源：Mr. MUNKHBAT（自然環境・観光省）、Ms. NYAMDAVAA（NAQO） 
その他面的発生源：Mr. SONINBAYAR（PP2） , Mr. BOLDSAIKHAN（PP3）、Mr. 
ALTANGEREL（大気質庁） 
シミュレーション：Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Ms. BAYASGALAN（大気質庁）、

Ms. URANTSETSEG（大気質庁）、Mr. BAYARMAGNAI（NAMEM／NAQO）、Ms. 
OUYNCHIMEG （ NAMEM ／ IHM ）、 Mr. BATJARGAL （ NAMEM ／ IHM ）、 Mr. 
LODOYSAMBA（モンゴル国立大学）、Mr. BARKHASRAGCHAA（CLEM） 

 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【セミナー】 
ボイラ登録制度及び発生源インベントリに関するセミナー（1 日間、日本とモンゴルに

於ける発生源インベントリ、2010 年 6 月） 
発生源インベントリ及びシミュレーションに関するセミナー（1 日間、発生源インベン

トリ・シミュレーション結果とそれに基づく協議、2011 年 3 月） 
基準年のインベントリ、シミュレーションに関するセミナー（1 日間、発生源インベン

トリの精度向上と発生源インベントリ・シミュレーションの実施体制構築について、2011
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年 6 月） 
【研修】 
インベントリ、シミュレーションの研修（4 日間、気象・大気環境データの解析、固定・

移動・その他発生源インベントリ、大気拡散シミュレーションソフトウェアの利用方法、

2011 年 6 月） 
【OJT】 
交通量調査の協議、実施（2010 年 9 月、11 月、2011 年 9 月） 
ボイラ訪問調査の協議、実施（2010 年 11 月～2011 年 2 月） 
自動車排出係数算定のための情報収集（2010 年９月～12 月） 
発電所灰埋立地からの飛散測定の協議、実施（2010 年 12 月、3 月、5～6 月） 
【本邦研修】 
インベントリとシミュレーションモデルの活用に関する大気汚染行政研修（2011 年 10
月 16 日～29 日、実施予定） 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

発生源インベントリ集計結果やシミュレーション結果を含む年次報告の公表を、市長令

等で規定することによって、インベントリ作成やシミュレーション実施の必要性を担保

する。 
大気質庁は、インベントリやシミュレーションモデルを主に担当している機関ではない

ため、スキルの習得や維持で不足する部分がある。そこで、インベントリ及びシミュレ

ーションモデルを業務として主に担当している NAMEM と連携し、スキルの維持を図っ

ていく必要がある。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

シミュレーション用の PC 一式等を供与する。これらの機材の有効活用を図る必要があ

る。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

発生源インベントリは、データファイルとしてとりまとめた。大気質庁及び NAMEM は、

プロジェクト終了時までに 2 度の発生源インベントリの更新を行い、精度向上を図る予

定である。 
プロジェクト終了後を見据えて、今後開発する発生源インベントリシステムや本プロジ

ェクトによる発生源インベントリ更新に関する知見を活用した、関係機関による発生源

インベントリの構築体制を固める必要がある。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

インベントリやシミュレーションモデルのワークショップ・研修で用いた資料は、今後

も活用できる。 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

大気質庁で発生源インベントリあるいはシミュレーション等の基礎知識を有している職

員は 2 名である。プロジェクト期間中にメンバの入れ替えがあったため、発生源インベ

ントリの基礎知識を有した職員が必要である。しかし、大気質庁は、発生源インベント

リやシミュレーションを主に担当する機関ではないため、技術的なバックグランドの向

上や人員の増強には限界がある。そこで、発生源インベントリとシミュレーションモデ

ルの構築は、NAMEM が主導で実施し、大気質庁では、シミュレーション結果を、どの

ように大気汚染対策計画策定に繋げることができるかを判断できる人員の育成を行うべ

きである。 
 予 算 の 確

保 
固定発生源、移動発生源及びその他インベントリデータを、毎年更新していくために必

要な実測調査等の予算計画を立てる必要がある。 
 組 織 内 体

制構築 
専門家チームは、「大気質庁が発生源インベントリに関する情報を収集し、NAMEM を中

心とした関係機関に対して、収集したデータに基づきウランバートル全体の発生源イン

ベントリ及びシミュレーションを委託することが適切である」と考える。その場合、大

気質庁と NAMEM との関係を覚書等で明確にする。 
大気質庁としては、複数年における NAMEM との共同プロジェクトとして提案すること

を希望している。 
共同プロジェクトとして実施することが適切であるのであれば、共同プロジェクトの仕

様を作成するべきである。 
 組 織 間 連

携構築 
専門家チームは、NAMEM を中心とした関係機関に技術移転を行い、シミュレーション

モデルの構築を委託することが適切であると判断する。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思
プロジェクト期間中に、発生源インベントリ集計結果やシミュレーションによる大気環

境評価結果を含む年次報告を２回、発表することになっており、プロジェクト終了後も
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決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

年次報告を継続するべきである。インベントリを作成し、シミュレーションによって大

気環境濃度を予測することで、MNS の排出基準を確認することができ、シミュレーショ

ンによって発生源別の寄与濃度が分かることによって、ウランバートル市等に対して大

気汚染対策の提言を行うことができる。 
 

 --等々  
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成果 2 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 2 
ウランバートル市において排ガス測定が継続的に実施される。 
指標 
2.1 プロジェクト実施期間中に少なくとも 50 回の排ガス測定が実施される。 
2.2 技術的な裏づけを持った方法論をもとに、大気汚染排出施設の監査が NIA、

NAQO や大気質庁等の該当機関によって実施される。 
活動 
2.1 本邦研修によって排ガス測定の理論と基礎を学ぶ。 
2.2 測定孔設置の可否を判断して測定対象ボイラを選定する。 
2.3 標準ガスを含む測定機材を導入して、測定研修を行う。 
2.4 リンゲルマンばい煙濃度表等による簡易測定法及びゲルストーブ等の測定

方法について検討する。 
2.5 測定対象ボイラの測定を行い、排ガス状況を確認する。 
2.6 排ガス測定に関するガイドライン類（測定孔設置、火力発電所ボイラ測定、

HOB 測定、ゲルストーブ等測定、簡易測定、機器使用、検査等）を作成する。 
2.7 排ガス測定に関するガイドライン類を改良する。 
2.8 MNS の規制値・測定方法等の妥当性について検討し、必要であれば改善を

提案する。 
2.9 試行的な監査方法が作成される。 
2.10 試行的な監査を実施し、排ガス状況を示し改善要求を出す。 

 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Mr. 
BAYARMAGNAI（NAQO）、Mr. ERDEMBILEG（CLEM）、ENKHTUVSHIN（PP2）、
BATBAATAR（PP3）、NUGUDAI（PP3）、ALTANGEREL（PP4）、MUNKHTULGA（PP4） 
※本邦研修に参加した Mr. DAVAADORJ（大気質庁）と Mr. GANZORIG（PP3）は帰国後

に異なる機関に移動したためメンバが交代した。 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
排ガス測定研修（講義＋実習、於 JFE テクノリサーチ他、研修生 8 名×1 ヶ月、2010 年

7 月～8 月） 
【講義】 
排ガス測定基礎講習（研修生 8 名、2010 年 5 月） 
【実習】 
排ガス測定実習（6 日間、於第 4 火力発電所、研修生 8 名他、2010 年 8 月～9 月） 
排ガス実測（21 基延べ 86 回、於火力発電所（PP2、PP3）、HOB（14 箇所）、2010 年 11
月～12 月、2011 年 1 月～3 月） 
※火力発電所の実測には研修生全員が参加したが、HOB の実測に参加したのは監査側の

大気質庁、NAQO、CLEM の 4 名であった） 
湿式分析実習（4 日間、於 CLEM、研修生から 6 名、2010 年 5 月～6 月） 
 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

排ガス測定の人材の育成は順調に進んでおり、引き続き講義によって正確な理論を学び、

排ガス測定実施を続けることで技術レベルは担保される。一方、現在、構築中のボイラ

登録管理制度の中で、将来的には事業者による排ガス測定を義務付ける予定であり、そ

のことによって排ガス測定の実施も担保される。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

排ガス測定を実施するためには多くの機材が必要であり、本プロジェクトによって 2 セ

ットの排ガス測定機材が供与されるが、測定対象ボイラ数からすると、不足することが

予想される。 
プロジェクト期間中に排ガス測定機材の修理・更新、消耗品購入等の予算計画を作成し

て予算措置を行う必要がある。 
排ガス測定料金を設定して、大気質庁の排ガス測定業務の実施費用の一部に充てること

を検討する。 
 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

現時点では、測定結果は測定野帳やスレッドシートの形で保管されている。作成予定の

ボイラ登録管理データベースに入力することを検討する。 
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理 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

排ガス測定技術マニュアルを作成予定。 
1. 測定ガイドライン 
1.1 排ガス測定マニュアル（2011 年 6 月） 
1.2 排ガス測定プロトコル（2011 年 6 月） 
1.3 測定孔設置手順（未） 
1.4 発電所での排ガス測定手順（未） 
1.5 排ガスの湿式採取・分析手順（未） 
1.6HOB、ゲルストーブでの排ガス測定手順（未） 
1.7 機器保守（未） 
1.8 ダスト簡易測定の手順（未） 
2. 技術マニュアル（基礎資料） 
2.1 測定および分析フロー（2011 年 6 月） 
2.2 排ガス測定用フランジ作製業務委託仕様書・同図面（2011 年 6 月） 
2.3 排ガス測定用フランジ設置業務委託仕様書（2011 年 6 月） 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

大気質庁内で排ガス測定技術者を育成することは可能である。 
短期的には人材の不足を補うために第４火力発電所に排ガス測定を外注するという可能

性も検討する。 
長期的には排ガス測定サービス会社の設立の可能性について検討する。 
技術的な問題以外に、大気質庁に国家監査庁から Inspector の認定を受け、かつ実施に測

定を行う技術者がいないことが問題である。 
Inspector の資格がベテランにしか賦与できないのであれば、現場に出る若い技術者に限

定的な資格を与えるか、大気質庁という組織単位で Inspector が測定を監督して、若い技

術者や第４火力の技術者が現場作業を行う様な体制を認めれば、人材の有効活用が可能

になる。 
 予 算 の 確

保 
排ガス測定の対象事業者から排ガス測定の実費を徴収することを検討するべきである。

また、前述の機材維持管理費・消耗品費を含む年間の排ガス測定実施予算を計上するべ

きである。 
 組 織 内 体

制構築 
2 セットの機材が供与されることから、大気質庁内に 2 名×2 チーム＝4 名の排ガス測定

技術者を育成することが望ましいが、外注や他機関との連携を検討することによって、

技術者数は削減できる。 
特に排ガス測定に関しては、対象ボイラも多く、大気質庁職員の負担も大きいと考えら

れることから、年間、月間、週間の作業計画を立てて工程管理を行うことが重要である。

また、排ガス測定結果等のデータ管理についても担当者や管理手順を明確に決めること

が必要である。 
 組 織 間 連

携構築 
既に NAQO や CLEM で排ガス測定技術者が育成されており、組織間で覚書を結ぶこと

によって排ガス測定への支援を受けることは可能であると考える。第４火力発電所につ

いても同様であるが、企業であることから実費・人件費等を考慮した契約の形態になる

ものと考えられる。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

排ガス測定技術は大気質庁がボイラを規制する際の要とも言える技術であり、MNS に規

定された排出基準を超過していることを科学的に証明することで、ボイラ事業者に改善

を要求することができる。また、逆に、排ガス測定データを蓄積・解析することによっ

て MNS をより適切なものに改定し、MNS を根拠とした排出規制への信頼度を高めるこ

とができる。 

 --等々  
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成果 3 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 3 
関連機関と協力しつつ、大気質庁の排出規制能力が強化される。 
指標 
3.1 ボイラ登録システムが定期的に更新され、インベントリデータおよび排出

削減にかかる活動の基礎情報として活用される。 
活動 
3.1 既存のボイラ情報を収集・整理し、日本のボイラ登録制度を参考として、

ボイラ登録・認可制度を設計する。 
3.2 ボイラ登録システムの対象ボイラを選定して、訪問調査を計画・実施する。 
3.3 ボイラ登録システムを設計・開発する。 
3.4 運転許可（もしくは優良ボイラ認定）の要件を規定する。 
3.5 全ての対象ボイラを登録し、要件を満たしたボイラに運転許可（もしくは

優良ボイラ認定）を出す。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ：Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. TSOLMON（大気質庁）、（Mr. 
OTOGONBAYAR（大気質庁、推薦中） 
メンバ：Mr. TSOGTSAIHAN（ウランバートル市都市開発計画局）、Mr. MUKHBAT（自

然環境・観光省）、Mr. MUNKHSAIKHAN（国家監査庁）、Ms. ULZIITSETSEG（ウラ

ンバートル市監査庁）、Mr. BATBILEG （ウランバートル市環境保護・廃棄物管理課）、

Ms. ENKHMAA（NAMEM）、Mr. GAN-OCHIR（エンジニアリング施設庁）、Mr. 
GAN-OCHIR（公共熱供給公社）、Mr. SONINBAYAR（PP2）、BOLDSAIHAN（PP3）、

Mr. BURIAD（PP4）、Mr. MUKHTSOG（大気質庁） 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、環境省、東京都、川崎市、札幌市、常陸那珂火力発電

所など、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月）、研修課題として「モンゴルのボイラ登録制

度に必要な項目」を作成 
【セミナー】 
ボイラ登録制度、インベントリ更新制度構築セミナー（１日、日本のボイラ登録制度の

紹介（海老原専門家）、モンゴルのボイラ登録制度の紹介（自然環境・観光省）他、2010
年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、日本の大気汚染防止法の紹介（村井専門家）、大気法の

改正点・大気支払法の概要について（自然環境・観光省）、大気法改定後の監査行政につ

いて（ウランバートル市監査庁）、ボイラ要録制度案について（深山専門家）、環境行政

研修の内容をウランバートル市上層部にアピールするために開催。セミナー後、ガンボ

ルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を作成、2011 年 2 月） 
 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

届出様式の配布と回収に関し国家統計委員会の承認を得たことから、集計結果の報告が

義務づけられた。また、ボイラ登録データベースはインベントリやシミュレーションシ

ステムの入力データとなることから、毎年の運用を通じてスキルは維持される。 
市監査庁と大気質庁が共同で実施する監査に伴う排ガス測定データはボイラ登録データ

ベースに保存される。データベースの情報は大気質庁がボイラを規制する際の根拠とな

る他、NAMEM でのインベントリやシミュレーションの更新、自然環境・観光省の大気

支払法の支払額の算定に利用されるなど、環境行政に有用なデータである。従って環境

行政に関わる公的機関にはデータを提供することが望ましい。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

プロジェクトで、ボイラ登録管理制度用に PC 一式とシステム開発環境（Visual studio）
を供与する。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

ボイラ訪問調査の結果（ボイラ情報、煙突情報）を WORD と EXCEL 形式で行っている。

今秋のボイラ登録届出データと排ガス測定データが揃った時点でデータベース化する予

定である。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

データベースの設計書と届出様式作成プログラムの仕様書とマニュアルを作成する予定

である。 
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SOP 整備) 
 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

登録制度で構築するデータベースシステムはいずれ改修が必要となるが、改修作業自体

はアウトソーシングする。大気質庁は発注者として必要な機能を明確にできれば良く、

登録制度の準備を通じて制度の理解を深め、届出データの処理を通じて運用の実務を学

ぶことが適切である。また、アウトソーシングするために、データベースやこれから作

成する届出様式の入出力システムの仕様書を充実させる。 
 予 算 の 確

保 
ボイラ運転員講習は 3 年間有効であるが、講習会自体は毎年必要である。届出様式の作

成、ボイラ利用許可証、運転員講習受講証、講習会テキストの作成費、講習会用会場費

は毎年予算化する必要がある。 
 組 織 内 体

制構築 
ボイラ登録データベースの運用要員 2 名を確保するべきであると考える。 

 組 織 間 連

携構築 
NAQOやCLEMで行っている排ガス測定結果やエネルギー調整委員会が発行する特別許

可（1,500kW 以上のボイラに対する運転許可）の内容を大気質庁が入手できるよう覚書

を結ぶ。また、ボイラ登録データベースで管理しているデータを市監査庁、自然・環境・

観光省も利用できるよう登録内容を周知する。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

ボイラ登録管理制度で管理される情報は、大気質庁がボイラを規制する際の基本情報で

ある。排ガス測定結果やボイラの改修履歴などをボイラ廃止後も残すことにより、様々

な比較や検討の基礎情報となる。加えて、ボイラ届出情報は発生源インベントリにも活

用することができ、その情報を基に追加調査を計画することも可能である。 

 --等々  
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成果 4 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 4 
大気質庁によって、主要な大気汚染物質発生源に対する対策が喚起される。 
指標 
4.1 少なくとも２０件の主要な大気汚染物質発生源（固定発生源）の診断が行

われ、対策案が提示される。 
4.2 ボイラ測定孔の設置、燃焼改善など現場の改善策についてボイラ所有者や

運転員と議論され、議事録がとりまとめられる。 
活動 
4.1 MNS やボイラ登録制度に関するセミナーを開催する。 
4.2 燃焼管理や大気汚染防止対策の一般論に関する講義を行う。 
4.3 主要な大気汚染発生源の診断を行い、設備や管理の観点から対策案を提示

する。 
4.4 主要な大気汚染発生源に対する対策案をセミナーで紹介する。 
4.5 バッドプラクティスとグッドプラクティスの視察を行う。 
4.6 全ての対象ボイラが排出基準などの法令義務を遵守できるように、制度的

な提案をおこなう。 
 技術移転

対象人材

の確保 

主要メンバ：Mr. SEDED（大気質庁）、Ms. TSOLOMON（大気質庁、推薦中）、Dr. 
TSEYEN-OIDOV（モンゴル科学技術大学） 
メンバ：Mr. SONINBAYAR（PP2）、Mr. BOLDSAIKHAN（PP3）、Mr. BURIAD（PP4）、
Mr. GAN-OCHIR（エンジニアリング施設庁）、Mr. GAN-OCHIR（公共熱供給公社）、Dr. 
BATTUR（モンゴル科学技術大学）、Mr. OTGON（建設・工業・サービスの総合センター）、

Ms. BILGOON（建物省エネルギーセンター） 
 技術移転

（座学、
OJT, 
本 邦 研

修） 

【講義】 
大気汚染対策・省エネルギーに関する講義（4 日間、※内容は「QA/QC」の項を参照の

こと、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のためのボイラ性能管理講義（大気質庁、発電所、大学関係者（1 日間）、

大気質庁、HOB 関係者（1 日間）、2011 年 2 月、3 月） 
【テキスト作成】 
ボイラ運転員講習会テキストの作成（1)HOB 運転基礎、2)伝熱理論、3)燃焼理論、2011
年 6 月から 9 月） 
【実習】 
大気汚染対策のためのボイラ熱管理実習（於第 3 火力発電所（1 日間）、於鉄道修理工場

（2 日間）、2010 年 12 月、於 HOB（1 日間）、2011 年 2 月） 
【OJT】 
大気汚染対策検討（火力発電所（3、特に第 3 火力発電所については流動床ボイラへの改

造の要請書案を作成）、工場（1）、HOB（2）、2010 年 6 月） 
大気汚染対策のための省エネルギー・ポテンシャル診断（火力発電所・工場等、2010 年

6 月） 
大気汚染対策のための簡易省エネルギー診断（火力発電所（3）、工場（8）、事務所（1）、
HOB（3）、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のための詳細省エネルギー診断の実施・説明（工場（2）、2011 年 1 月、3
月、診断（さらに 2 工場（6 月））） 

 スキルの

維持・活

用の担保 

現在の大気質庁の体制では技術の習得や維持に不足する部分があると判断されるので、

大学など公的外部機関との連携を図ることが望ましい。 

 機材・施

設環境の

整備・維

持管理 

大量の機材ではないが、対策診断用機材の確保が必要になる（圧力・温度センサー及び

データロガー、超音波流量計、サーモカメラ、超音波漏洩検知器等）。 

 情報ベー

ス の 整

備・維持

ボイラ性能評価結果はスプレッドシートの形で、詳細省エネルギー診断結果は報告書の

形で取りまとめられており、現時点ではボイラ性能評価結果が 3 件、詳細省エネルギー

診断結果が 2 件と情報量は少ないが、整備・管理体制を構築する必要がある。 
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管理 詳細書エネルギー診断報告書は、1)省エネルギー診断結果の要約、2)工場概要、3)省エネ

ルギー診断内容、4)モンゴル側参加者への省エネルギー診断および計測機器の技術指導

といった内容である。 
 QA/QC 

( 技 術 マ

ニ ュ ア

ル ・ SOP
整備) 

大気汚染対策・省エネルギーの講義資料は今後も活用できる。 
大気汚染対策講義資料 
1)石炭に関する一般知識、2)ボイラ効率の概要、3)ボイラ効率解析の基礎知識、4)ボイラ

効率演習、5)ボイラ効率の日常管理、6)ボイラ効率の改善、7)日本のクリーンコール技術、

8)ボイラの故障事例と対策、9)HOB について 
省エネルギー技術講義資料 
1)日本の省エネルギー事情（省エネルギーの必要性、日本の省エネルギー、省エネルギ

ーの管理体制、省エネルギー対策の進め方）、2)省エネルギー技術（ボイラ・エアコンプ

レッサー・ファン・照明の省エネルギー）、3)日本における省エネルギー対策例 
 組織内人

員の確保

（ 定 員

増）また

は、アウ

トソーシ

ング 

大気汚染対策については、大気質庁でボイラ運転等の知見を持っている職員は 1 名であ

り、専門的知識を有した職員の増強が必要であると考えられた。2011 年夏にボイラ運用

会社での経験を持つ職員を採用したことから、この職員の技術力を見極める必要がある。 
省エネルギーについては、大気質庁のカウンターパートは非常に積極的に協力している

が、技術的バックグランドは不足しており、大気質庁だけで省エネルギー診断を実施す

ることは困難と考えられる。 

 予算の確

保 
プロジェクト期間中に必要な機材や消耗品の調達計画を立てる必要がある。 

 組織内体

制構築 
専門家チームは、大気質庁職員の増強にもよるが、大気質庁は予備診断を行い、診断対

象の施設を特定し、実際の詳細診断を連携機関に委託することが適切ではないかと考え

る。その際の診断費用は事業者が負担するべきである。 
 組織間連

携構築 
専門家チームは、大気汚染対策については、モンゴル科学技術大学の Power Engineering 
School に技術移転を行い、診断を委託することが適切であると考える。省エネルギーに

ついても、モンゴル科学技術大学内に設立されている BEEC 省エネルギーセンターに技

術移転を行い、診断を委託することが適切である。 
大気質庁としては、これらに加えて、モンゴル科学技術大学のボイラ診断研究所も候補

として検討したいとしている。 
 大気汚染

対策意思

決定と実

施メカニ

ズムの構

築 

この分野は、排出基準を超過した施設に対して、改善指導を行うための活動であり、大

気質庁は専ら技術的改善指導を行うものと想定している。資金面については当面は、JICA
が実施している TSL の環境ローンを活用すれば良いと考える。但し、TSL の対象は民間

中小企業であるので公共機関については別途、資金面の検討が必要となる。 

 --等々  
 

1 - 137



成果 5 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 5 
大気質庁及び関係機関が成果１～４を取りまとめ、大気汚染管理に反映し、情報

を一般に普及することができる。 
指標 
5.1 CP や C/P-WG が M/M 等レポートを用いて、NCC や市民等とプロジェクト

の成果の共有をおこなう。 
活動 
5.1 大気汚染対策に係る日本の知見がセミナーで紹介される。 
5.2 C/P 及び C/P-WG のメンバが本邦研修により日本の環境行政について学ぶ。 
5.3 専門家が定期的に C/P 及び C/P-WG メンバと協議をおこない、大気保全行

政に対して適切な提案をおこない、M/M 等レポートとしてまとめる。 
5.4 C/P 及び C/P-WG メンバがドナーコミュニティによって支援されている市

レベルの大気環境管理プログラムに貢献する。 
5.5 C/P が C/P-WG の協力の下に、少なくとも２回、大気汚染対策に係る啓発セ

ミナーを開催する。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ：Mr. MUNKHTSOG（大気質庁）、Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. 
TSOLMON（大気質庁） 
メンバ：Mr. MUNKHBAT（自然環境・観光省）、Ms. ULZIITSETSEG（ウランバートル市

監査庁）、Ms. ENKHMAA（NAMHEM） 
推薦中：Mr. TSOGTSAIKHAN（ウランバートル市都市開発計画局）、Mr. BATBILEG（ウ

ランバートル市環境保護・廃棄物管理課）、Ms. SARAN（自然環境・観光省）、Mr. 
NYAMDORJ（ウランバートル市監査庁）、Ms. DAVAASUREN（鉱物資源エネルギー省）

Ms. BOLORMAA（道路・交通・建設・都市開発省） 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、環境省、東京都、川崎市、札幌市、常陸那珂火力発電

所など、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月）、研修課題として「モンゴルのボイラ登録制

度に必要な項目」を作成 
大気汚染行政研修（インベントリとシミュレーションモデルの大気汚染行政への活用、

2011 年 10 月実施予定） 
【セミナー】 
ボイラ登録制度、インベントリ更新制度構築セミナー（１日、日本とモンゴルに於ける

ボイラ届出精度について等、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、日本のボイラ登録制度について、大気法の改正点・大

気支払法の概要について、ボイラ登録制度案についての説明・協議、2011 年 2 月） 
【その他】 
ボイラ登録管理制度に係る市長令（2011 年 8 月、ボイラ届出・ボイラ運転員講習の受講・

排ガス測定等への協力の同意を最低限の要件としたボイラ利用許可の発行等の規定） 
ボイラ登録管理制度に係る国家統計登録番号承認（2011 年 9 月予定） 
これまで大気質庁の行う発生源規制の要となるボイラ登録管理制度の構築に注力してき

たが、今後、インベントリ・シミュレーションを活用した大気汚染対策の提言や MNS
の改定等の課題に取り組む予定。 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

大気質庁が実施する大気汚染行政活動をできる限り法律、市長令といった明確な形で規

定してもらうことが重要である。それによって予算や人材を獲得することも可能となり、

行政手法の活用の機会も増える。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

この分野に関しては特に必要となる機材は無い。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

制度構築の過程で作成し、関係機関とやり取りした文書を整理・保管しておくべきであ

る。 

 QA/QC 制度構築の過程で手続き等を記載した文書があれば整理・保管する。 
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(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 
 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

長官、副長官に関しては、関係機関との連携を深め、それに次ぐ人材の権限・責任範囲

を広げる努力をすることが望まれる。 

 予 算 の 確

保 
ボイラ登録管理制度の様に制度化して毎年、実施する業務について、人件費・消耗品費

を含めて予算化する。大気質庁の業務をより明確化することによって予算を増やし、人

材も増強することを考える。 
 組 織 内 体

制構築 
長官、副長官に加えて、次の管理職を育成し、様々な行政判断が迅速に行える体制作り

を行う。また、業務と担当者を決め、業務の効率化を図ると共に、責任体制を明確化す

る。 
 組 織 間 連

携構築 
技術面でも政策面でも、現状の大気質庁は関係機関との連携・協力が必要であることか

ら、自然環境・観光省、鉱物資源エネルギー省、NAMEM、NAQO、CLEM、ウランバー

トル市エンジニアリング施設庁、ウランバートル市監査庁、モンゴル科学技術大学等と

の間に覚書を交わすなどして関係強化を図る。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

大気法やエネルギー法等で規定されている大気汚染行政や関係機関との連携の中から大

気質庁として取り組める行政課題を模索し、また、新たな課題を市長レベルに提言する

ことによって業務を創出して大気質庁の責任・権限の課題を図るべきである。 

 --等々  
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プロジェクト目標 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

プロジェクト目標 
ウランバートル市と他の関係機関の人材育成を重視しつつ、ウランバートル市の

大気汚染対策能力が強化される。 
指標 
1. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に２回、発生源

インベントリ集計結果、大気環境評価結果及び排ガス測定結果を含む年次報告を

発表する。 
2. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、UB 市副市長に対して、年次報告に

基づき、プロジェクト期間中に少なくとも５件の大気汚染対策に係る提言を行

う。 
3. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に開催される全

てのラウンドテーブル会合及びそれに相当する会合で、プロジェクトによって得

られた結果を報告する。 
 

 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

成果１ 
Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. ALTANGEREL（大気質庁）、Ms. SANCHIRBAYAR
（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM）、Mr. UNURBAT（NAQO） 
成果２ 
主要メンバ：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Mr. 
BAYARMAGNAI（NAQO）、Mr. ERDEMBILEG（CLEM）、ENKHTUVSHIN（PP2）、
BATBAATAR（PP3）、NUGUDAI（PP3）、ALTANGEREL（PP4）、MUNKHTULGA（PP4） 
成果３ 
Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. TSOLMON（大気質庁）、（Mr. OTOGONBAYAR
（大気質庁、推薦中） 
成果４ 
Mr. SEDED（大気質庁）、Ms. TSOLOMON（大気質庁、推薦中）、Dr. TSEYEN-OIDOV（モ

ンゴル科学技術大学） 
成果５ 
Mr. MUNKHTSOG（大気質庁）、Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. TSOLMON（大気

質庁） 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

成果１ 
【セミナー】 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（1 日間、2010 年 6 月） 
発生源インベントリ・シミュレーション（1 日間、2011 年 3 月） 
基準年のインベントリ・シミュレーション（1 日間、2011 年 6 月） 
【研修】 
インベントリ・シミュレーション（4 日間、2011 年 6 月） 
【OJT】 
交通量調査（2010 年 9 月、11 月、2011 年 9 月） 
ボイラ訪問調査（2010 年 11 月～2011 年 2 月） 
自動車排出係数算定のための情報収集、発電所灰埋立地からの飛散測定等の活動 
【本邦研修】 
インベントリとシミュレーション大気汚染行政への活用（2011 年 10 月、実施予定） 
成果２ 
【本邦研修】 
排ガス測定研修（講義＋実習、研修生 8 名×1 ヶ月、2010 年 7 月～8 月） 
【講義】 
排ガス測定基礎講習（研修生 8 名、2010 年 5 月） 
【実習】 
排ガス測定実習（6 日間、研修生 8 名他、2010 年 8 月～9 月） 
排ガス実測（21 基延べ 86 回、於火力発電所（PP2、PP3）、HOB（14 箇所）、2010 年 11
月～12 月、2011 年 1 月～3 月） 
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湿式分析実習（4 日間、於 CLEM、研修生から 6 名、2010 年 5 月～6 月） 
成果３ 
【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月） 
【セミナー】 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（1 日間、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、2011 年 2 月） 
※セミナー後、ガンボルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を提出 
成果４ 
【講義】 
大気汚染対策・省エネルギー（4 日間、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のためのボイラ性能管理（2 日間、2011 年 2 月、3 月） 
【テキスト作成】 
ボイラ運転員講習会テキストの作成（2011 年 6 月から 9 月） 
【実習】 
大気汚染対策のためのボイラ熱管理（4 日間、2010 年 12 月、2011 年 2 月） 
【OJT】 
大気汚染対策検討（火力発電所・工場・HOB、2010 年 6 月） 
省エネルギー・ポテンシャル診断（火力発電所・工場等、2010 年 6 月） 
簡易省エネルギー診断（火力発電所、工場、事務所、HOB、2010 年 10 月） 
詳細省エネルギー診断の実施・説明（工場、2011 年 1 月、3 月） 
成果５ 
【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月） 
大気汚染行政研修（インベントリ・シミュレーションモデルの大気汚染行政への活用、

2011 年 10 月実施予定） 
【セミナー】 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（１日、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、2011 年 2 月） 
※セミナー後、ガンボルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を提出 
【その他】 
ボイラ登録管理制度に係る市長令（2011 年 8 月） 
ボイラ登録管理制度に係る国家統計登録番号承認（2011 年 9 月予定） 
 
プロジェクト目標では、大気質庁が２回の年次報告を行うこと、大気汚染対策に係る５

件の提言を行うことや、ラウンドテーブルやそれに相当する会合で報告を行うことを指

標として挙げており、市長令を発行し・国家統計局の承認を得て、ボイラ登録管理制度

を開始することは、大気汚染に対する具体的な対策の一つを実現したという成果である

と言える。 
引き続き、活動内容を取りまとめて、年次報告や会合での報告を行っていきたい。 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

成果１ 
発生源インベントリ・シミュレーションの年次報告による公表を市長令等で規定し、こ

れらの業務の実施の必要性を担保し、NAMEM 等との連携によってスキルの維持を図る。 
成果２ 
大気質庁で排ガス測定技術者を育成できる目途は立っているので、排ガス測定実施を続

けることで技術レベルは維持できる。一方、現在、構築中のボイラ登録管理制度の中で、

将来的には事業者による排ガス測定を義務付ける予定であり、そのことによって排ガス

測定の実施も担保される。 
成果３ 
大気質庁の人材はデータベースを開発することができる技術レベルでは無いと判断され

るので、ボイラ登録制度の準備作業を通じて制度の理解を深めると共に、届出データの

処理を通じて運用の実務を学ぶことが適切であると考える。 
成果４ 
現在の大気質庁の体制では技術の習得や維持に不足する部分があると判断されるので、

大学など公的外部機関との連携を図ることが望ましい。 
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成果５ 
大気質庁が実施する大気汚染行政活動をできる限り法律、市長令といった明確な形で規

定してもらうことが重要である。それによって予算や人材を獲得することも可能となり、

行政手法の活用の機会も増える。 
 
基本的にプロジェクトで習得した技術・知見を活用し続けることで、スキルの維持は可

能であると考えるが、スキルを習得した人材を確保し続け、かつ、新たに育成していく

ためには、人件費が必要であり、その担保のためには市長令・法律といった制度面での

根拠が重要である。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

成果２の活動を維持管理するためには、適切な工程計画・予算計画が必要であり、プロ

ジェクト期間中に詳しく検討する必要がある。成果４についても同様であるが、機材や

消耗品は成果２の活動に比べればかなり少ない。 
成果１や成果３で必要な機材は通常の PC やソフトウェアぐらいであり、成果５につい

ては特に機材は必要としない。 
大気質庁の活動の情報発信・宣伝を考えると、Web サイトの活用やマスコミへのプレス

リリースを定常業務化していくことが望ましい。 
 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

成果３のボイラ登録管理制度については当初からデータベースを作成して、情報管理を

行う予定であり、成果１のインベントリ・シミュレーションや成果２の排ガス測定結果

も可能な限り、システム化を図る。成果４については大気汚染対策提言や省エネルギー

診断結果報告書等の文書・電子ファイルを整理・保管する。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

特に成果２の排ガス測定では、総合的な排ガス測定技術マニュアルを作成中であり、成

果１や成果３のセミナー資料も参考となる。成果３で開発予定のデータベースでは使用

マニュアルと共に設計仕様書がシステムの更新の際には役に立つ。成果５の活動につい

ては、例えば、ボイラ登録管理制度を構築した過程での申請文書等が今後の活動の参考

になる。 
 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

専門家チームは現時点では、大気質庁の組織内人材について以下の様に考えている。 
成果１のインベントリ・シミュレーション：当面は NAMEM の強力な支援を受けつつ、

長期的に担当分野を決めて４～５人程度の人材を育成する。 
成果２の排ガス測定：育成が進んでいる２名に加えて、もう２名の技術者を育成する。

長期的には外注を検討する。 
成果３のボイラ登録管理制度：２名程度の人員でデータベースの運用管理に専念し、デ

ータベースの改修・更新を外注できる知識・能力レベルを目指す。 
成果４：大気汚染対策検討を実施できそうな人材２名を引き続き強化しつつ、大学等の

公的機関との連携を強化する。省エネルギー診断に関しては特に連携を急ぐことが望ま

しい。 
成果５：大気質庁の権限・責任範囲の拡大に務めつつ、覚書等を交わして関係機関との

連携を明確化・強化する。 
 
外部機関との連携や外注を薦めている分野についても大気質庁内部で対応することを妨

げるものではないが、プロジェクト期間を考えると上記の様な対応が適切であると考え

ている。仮に、大気質庁の内部で実施したい場合には既にその分野の知識・技術のベー

スがある人材の補充等が必要になる。 
 予 算 の 確

保 
スタッフの増強による人件費の確保や増加を検討する。 
多くの機材の維持管理費がかかるのは成果２の排ガス測定であり、成果４の大気汚染対

策・省エネルギー診断についても若干の費用がかかることから、予算計画を検討・作成

する。 
広報・宣伝費についても具体的に検討することが望ましい。 

 組 織 内 体

制構築 
特に成果２の排ガス測定は冬季に業務が集中し、成果４の大気汚染対策検討も冬季に比

重がある。また、年次報告の公表等、予定を立てられるものもある。従って、年間計画

を検討すれば、大気質庁スタッフの複数業務の兼任も可能である。 
 組 織 間 連

携構築 
現時点で、特に検討すべきは成果１のインベントリ・シミュレーションに関する NAMEM
との連携と成果４の大気汚染対策検討・省エネルギー診断に関するモンゴル科学技術大

学との連携である。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思
成果１から成果４の活動を成果５で取りまとめることを想定しているが、具体的な行政

施策を想定していなければ、その関係が明確にならない。 
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決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

例えば、ボイラ登録管理制度実施の基盤となるのは、成果３のデータベースと成果２排

ガス測定である。加えて、成果５の活動として市長令や国家統計局の承認といった制度

面の担保を行った。 
現在、専門家チームが想定している各成果における活動の統合のイメージはに示す通り

である。 
成果１の発生源インベントリ集計結果とシミュレーション結果、成果２の排ガス測定結

果を取りまとめて年次報告を行う。 
また、排ガス測定結果やシミュレーション結果に基づいて MNS の改定を行う。 
さらに、成果３のデータベースを参考として、対象ボイラを抽出して大気汚染対策・省

エネルギー診断を行い、その結果をシミュレーションで確認することによって、大気汚

染対策提言を取りまとめる。 
これらに加えて、大気質庁や関係機関からのより具体的な提案をお願いしたい。 

 --等々  
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図 1 各成果とプロジェクト目標の関係 
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上位目標 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

プロジェクト上位目標 
ウランバートル市において大気汚染物質の排出削減のための施策が強化される 
指標 
1. １５０から約２００のＨＯＢや３つの火力発電所といったウランバートル

市内の主要固定発生源が管理され排出基準を遵守する。 
 

 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

（活動別に具体的な内容を列記する） 

 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

 

 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

 

 QA/QC 
(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

 

 予 算 の 確

保 
 

 組 織 内 体

制構築 
 

 組 織 間 連

携構築 
 

 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 
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2. プロジェクト成果別の C/P-WG の関連機関の役割分担・連携あり方検討マトリックス-- 

C/P-WG「タスクフォース」の実態把握と体制構築への方法の検討 – 

成果 1 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 1 
ウランバートル市大気質庁と関係機関の大気汚染発生源解析と大気環境評価能力が構築

される。 
指標 
1.1 発生源インベントリデータベースが継続的に活用され、データが定期的に更

新される。 
1.2 シミュレーションモデルが構築され、AQDCC と関係機関により各汚染源対

策のプライオリティが検討できる。 
活動 
1.1 既存の発生源インベントリを（活動量・排出係数データ等）分析し、発生源

インベントリの枠組み（対象汚染物質、対象発生源、発生源情報項目等）を決定

する。 
1.2 固定発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.3 移動発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.4 その他面的発生源（裸地からの巻き上げ粉塵、廃棄物の野焼き、石炭焼却場

の処分灰、等）の調査方法を検討・実施する。 
1.5 固定・移動及びその他発生源の調査結果に基づき、基準年の発生源インベン

トリを作成する。 
1.6 大気環境モニタリングデータを収集・解析して、データの妥当性を評価する。 
1.7 基準年についてシミュレーションを行い、発生源の精度及びシミュレーショ

ンモデルの再現性を確認する。 
1.8 目標年及び対策ケースのインベントリを作成し、そのインベントリを用いて

シミュレーションを行い、大気環境への影響を評価する。 
1.9 データベースとマニュアル作成を含む発生源インベントリシステムを設

計・構築する。 
 AQDCC 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（重要主体） 

活動 1.5、1.7、1.9（補助） 
AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の体

制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

  

 公共熱供

給公社 
  

 UB市監査

庁 
  

 UB市都市

開発計画

局 

 移動発生源対策の検討への協力 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・観光省 
  

 NAMEM 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 
活動 1.5、1.7、1.9（重要主体） 

インベントリ作成・シミュレーション実施への

協力（覚書、技術協力協定） 
大気質庁の意見としては、双方の監督官庁に複

数年に亘る NAMEM との共同プロジェクトを

提案・承認を受けて協力体制を構築することを
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希望しており、短期的にはこの様な協力体制で

運営してみることで良いと考える。また、共同

プロジェクトとして実施することが適切であ

るのであれば、共同プロジェクトの仕様を作成

するべきである。 
 NAQO 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 

活動 1.5、1.7、1.9（重要主体） 
インベントリ作成・シミュレーション実施への

協力（覚書、技術協力協定） 
NAMEM との関係に準ずる関係を構築する。 

 CLEM   
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

  

 国家監査

庁 
  

 PP2 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 PP3 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 PP4 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 モンゴル

国立大学 
活動 1.6～1.8（補助）  

 モンゴル

科学技術

大学 

活動 1.2、1.3（補助） 調査実施委託先 

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

 発生源インベントリに係るデータ提供 
移動発生源・その他発生源対策の検討への協力 

 土地、建

設、測地、

地図局 

 発生源インベントリに係るデータ提供 
その他生源対策の検討への協力 

 その他 工場：活動 1.2（補助） 
石油省：活動 1.3（補助） 
UB 市交通政策局：活動 1.3（補助） 

発生源インベントリに係るデータ提供 
発生源対策の検討への協力 
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成果 2 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 2 
ウランバートル市において排ガス測定が継続的に実施される。 
指標 
2.1 プロジェクト実施期間中に少なくとも 50 回の排ガス測定が実施される。 
2.2 技術的な裏づけを持った方法論をもとに、大気汚染排出施設の監査が NIA、

NAQO や大気質庁等の該当機関によって実施される。 
活動 
2.1 本邦研修によって排ガス測定の理論と基礎を学ぶ。 
2.2 測定孔設置の可否を判断して測定対象ボイラを選定する。 
2.3 標準ガスを含む測定機材を導入して、測定研修を行う。 
2.4 リンゲルマンばい煙濃度表等による簡易測定法及びゲルストーブ等の測定

方法について検討する。 
2.5 測定対象ボイラの測定を行い、排ガス状況を確認する。 
2.6 排ガス測定に関するガイドライン類（測定孔設置、火力発電所ボイラ測定、

HOB 測定、ゲルストーブ等測定、簡易測定、機器使用、検査等）を作成する。 
2.7 排ガス測定に関するガイドライン類を改良する。 
2.8 MNS の規制値・測定方法等の妥当性について検討し、必要であれば改善を提

案する。 
2.9 試行的な監査方法が作成される。 
2.10 試行的な監査を実施し、排ガス状況を示し改善要求を出す。 

 AQDCC 活動 2.1～2.10（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の体

制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

 公共熱供

給公社 
  

 UB市監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

 UB市都市

開発計画

局 

  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・観光省 
  

 NAMEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 NAQO 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 CLEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

  

 国家監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

大気質庁職員への Inspector 資格の賦与、現状

では Inspector の資格は多くの経験を積んだベ

テランに賦与されているようであるが、実際に

現場で活動するのは比較的若い職員であるの

で、実際に監査に行く職員への資格の賦与を検

討してもらいたい。 
Inspector の資格がベテランにしか賦与できな
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いのであれば、現場に出る若い技術者に限定的

な資格を与えるか、大気質庁という組織単位で

Inspector が測定を監督して、若い技術者や第４

火力の技術者が現場作業を行う様な体制を認

めれば、人材の有効活用が可能になる。 
 PP2 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース） 
 PP3 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース） 
 PP4 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース）、協議

によって適正な料金を設定して契約ベースで

排ガス測定を実施することは技術的には可能

であると考える 
 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

  

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 
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成果 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 3 
関連機関と協力しつつ、大気質庁の排出規制能力が強化される。 
指標 
3.1 ボイラ登録システムが定期的に更新され、インベントリデータおよび排出

削減にかかる活動の基礎情報として活用される。 
活動 
3.1 既存のボイラ情報を収集・整理し、日本のボイラ登録制度を参考として、

ボイラ登録・認可制度を設計する。 
3.2 ボイラ登録システムの対象ボイラを選定して、訪問調査を計画・実施する。 
3.3 ボイラ登録システムを設計・開発する。 
3.4 運転許可（もしくは優良ボイラ認定）の要件を規定する。 
3.5 全ての対象ボイラを登録し、要件を満たしたボイラに運転許可（もしくは

優良ボイラ認定）を出す。 
 AQDCC 活動 3.1～3.5（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD 活動 3.5（重要主体（登録について）） ボイラ届出の配布・回収 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 3.1～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 
エンジニアリング施設庁とウランバートル

市監査庁はこれまでにもエネルギー調整委

員会の構成員としてボイラを取り締まって

きたこともあり、今後、より緊密に協力体制

を構築して施策実施の効率化を図るべきで

ある。 
大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 公共熱供

給公社 
活動 3.1～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 

公共熱供給公社自体が所有するボイラは限

られているが、公共施設のボイラのトラブル

対応を行っている実態もあり、公共施設のボ

イラ管理の面で協力を検討するべきである。 
 UB市監査

庁 
活動 3.4～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 

エンジニアリング施設庁とウランバートル

市監査庁はこれまでにもエネルギー調整委

員会の構成員としてボイラを取り締まって

きたこともあり、今後、より緊密に協力体制

を構築して施策実施の効率化を図るべきで

ある。 
大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 UB市都市

開発計画

局 

活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・観光省 
活動 3.1～3.5（補助） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 NAMEM 活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 
 NAQO 活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 
 CLEM   
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

活動 3.1～3.5（補助） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
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 国家監査

庁 
活動 3.4～3.5（重要主体） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 PP2 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 PP3 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 PP4 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

  

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他 工場：活動 3.4～3.5（届出側） 
HOB：活動 3.4～3.5（届出側） 

ボイラ登録管理制度への協力 
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成果 4 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 4 
大気質庁によって、主要な大気汚染物質発生源に対する対策が喚起される。 
指標 
4.1 少なくとも２０件の主要な大気汚染物質発生源（固定発生源）の診断が行

われ、対策案が提示される。 
4.2 ボイラ測定孔の設置、燃焼改善など現場の改善策についてボイラ所有者や

運転員と議論され、議事録がとりまとめられる。 
活動 
4.1 MNS やボイラ登録制度に関するセミナーを開催する。 
4.2 燃焼管理や大気汚染防止対策の一般論に関する講義を行う。 
4.3 主要な大気汚染発生源の診断を行い、設備や管理の観点から対策案を提示

する。 
4.4 主要な大気汚染発生源に対する対策案をセミナーで紹介する。 
4.5 バッドプラクティスとグッドプラクティスの視察を行う。 
4.6 全ての対象ボイラが排出基準などの法令義務を遵守できるように、制度的

な提案をおこなう。 
 AQDCC 活動 4.1～4.2、4.4～4.6（重要主体） 

活動 4.3（補助） 
AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 4.1～4.6（重要主体）  

 公共熱供

給公社 
活動 4.1～4.6（重要主体）  

 UB市監査

庁 
活動 4.6（重要主体）  

 UB市都市

開発計画

局 

活動 4.6（補助）  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 4.6（重要主体）  

 自然環

境・観光省 
活動 4.6（重要主体）  

 NAMEM   
 NAQO 活動 4.6（補助）  
 CLEM   
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

活動 4.6（重要主体）  

 国家監査

庁 
活動 4.6（重要主体）  

 PP2 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 

 PP3 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 

 PP4 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 

 モンゴル   
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国立大学 
 モンゴル

科学技術

大学 

活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術・省エ

ネルギー技術の技術移転候補）（重要主体

候補） 

大気汚染対策・省エネルギーにおける技術協

力（覚書、協力協定、契約） 

 モンゴル

鉄道 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術移転セ

ミナーへの協力）（補助） 
大気汚染対策・省エネルギーにおける技術協

力（覚書、協力協定、契約） 
 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他 工場：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 
HOB：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

工場：大気汚染対策検討・省エネルギー診断

に必要な情報提供、大気汚染対策計画の策定 
 
HOB：大気汚染対策検討・省エネルギー診

断に必要な情報提供、大気汚染対策計画の策

定 
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成果 5 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 5 
大気質庁及び関係機関が成果１～４を取りまとめ、大気汚染管理に反映し、情報を一般

に普及することができる。 
指標 
5.1 CP や C/P-WG が M/M 等レポートを用いて、NCC や市民等とプロジェクト

の成果の共有をおこなう。 
活動 
5.1 大気汚染対策に係る日本の知見がセミナーで紹介される。 
5.2 C/P及びC/P-WGのメンバが本邦研修により日本の環境行政について学ぶ。 
5.3 専門家が定期的に C/P 及び C/P-WG メンバと協議をおこない、大気保全行

政に対して適切な提案をおこない、M/M 等レポートとしてまとめる。 
5.4 C/P 及び C/P-WG メンバがドナーコミュニティによって支援されている市

レベルの大気環境管理プログラムに貢献する。 
5.5 C/P が C/P-WG の協力の下に、少なくとも２回、大気汚染対策に係る啓発

セミナーを開催する。 
 AQDCC 活動 5.1～5.5（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD  大気質庁の行政施策実施への協力 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施への協力 
市長令発行への協力 

 公共熱供

給公社 
活動 5.1～5.5（補助） 大気質庁の行政施策実施への協力 

 UB市監査

庁 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施への協力 

市長令発行への協力 
大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
 UB市都市

開発計画

局 

活動 5.1～5.5（重要主体）  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 5.1～5.5（重要主体） 市長令発行への協力 
大気汚染対策提言への協力 

 自然環

境・観光省 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
特に大気法の施行規則において、具体的に大

気質庁が行う業務を記述してもらうことに

よって大気質庁の権限拡大に協力してもら

いたい 
大気汚染対策提言への協力 

 NAMEM 活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
大気汚染対策提言への協力 

 NAQO 活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
大気汚染対策提言への協力 

 CLEM 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
特に現在、改定中のエネルギー法の施行規則

において、具体的に大気質庁が行う業務を記

述してもらうことによって大気質庁の権限
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拡大に協力してもらいたい 
もし、ドナー機関が改定に協力しているので

あれば、ドナー機関とも協議を行いたい 
大気汚染対策提言への協力 

 国家監査

庁 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
 PP2 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 PP3 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 PP4 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 モンゴル

国立大学 
活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 モンゴル

科学技術

大学 

活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 モンゴル

鉄道 
活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 道路交通

建設都市

開発省 

活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他   
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プロジェクト目標 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

プロジェクト目標 
ウランバートル市と他の関係機関の人材育成を重視しつつ、ウランバートル市の大気汚

染対策能力が強化される。 
指標 
1. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に２回、発生源

インベントリ集計結果、大気環境評価結果及び排ガス測定結果を含む年次報告

を発表する。 
2. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、UB 市副市長に対して、年次報告に

基づき、プロジェクト期間中に少なくとも５件の大気汚染対策に係る提言を行

う。 
3. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に開催される全

てのラウンドテーブル会合及びそれに相当する会合で、プロジェクトによって

得られた結果を報告する。 
 

 AQDCC 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（重要主体） 
活動 1.5、1.7、1.9（補助）（インベントリ・

シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.2、4.4～4.6（重要主体） 
活動 4.3（補助）（大気汚染対策） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
特に、インベントリ作成・シミュレーション

及び大気汚染対策検討・省エネルギー診断と

いった技術面で関係機関との連携が必要と

分析された。 
制度面では排出基準の監査を行う際に、

Inspector の資格を持った技術者が限られて

いるなど大気質庁の責任範囲・権限の拡大を

図る必要がある。 
 区長・PSD 活動 3.5（重要主体（登録について）） ボイラ届出の配布・回収等、大気質庁が実施

する施策の支援を受ける必要がある。 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市エンジニアリング施設庁はエネルギー調整

委員会の一員としてボイラの監査を行ってきた

等の実績を持ち、緊密な協力関係を築く必要があ

る。大気質庁は特に排ガス測定を担当することで

監査に協力できる。 
 公共熱供

給公社 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（補助） 

公共熱供給公社は所有しているボイラの維

持管理のみならず、公共ボイラの故障の際の

対応を行っているなど対策技術面での支援

を期待できる。 
 UB市監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市監査庁もエネルギー調整委員会の一

員であり、規制を実施し、罰則を適用する権

限を有するなど、今後、ボイラへの規制を強化

していく際に協力を得る必要がある。 
 UB市都市

開発計画

局 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 

 自然環

境・観光省 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

例えば、大気法・大気支払法の施行細則にお

いて大気質庁の責任範囲・権限を明記する

等、その拡大への協力を期待したい。 
 NAMEM 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 

活動 1.5、1.7、1.9（重要主体）（インベン

トリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 

当面、インベントリ作成やシミュレーション

実施において主体的な役割を担うことが適

切と考えられる。年間の作業計画を立て、覚

書を交わすことが望ましい。 
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活動 5.1～5.5（重要主体） 
 NAQO 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 

活動 1.5、1.7、1.9（重要主体）（インベン

トリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁がウランバートル市を担当するの

に対して、モンゴル国全土を担当することか

ら、ウランバートル市における業務を適切な

範囲で大気質庁が担当することを承認して

もらいたい。 

 CLEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 分析機関であり、排ガス測定等での協力を期

待したい。 
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

エネルギー法を改定中であり、その施行細則

の策定の中で、大気質庁の責任範囲・権限の

拡大を望む。また、所管している火力発電所

からの協力を担保してもらいたい。 
 国家監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁の職員に Inspector の資格を賦与す

る等、その責任範囲・権限の拡大に協力して

ほしい。 

 PP2 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 

 PP3 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 

 PP4 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。特に

第４火力発電所は排ガス測定機材も所有し、

技術者もいることから有望な委託先である。 
 モンゴル

国立大学 
活動 1.6～1.8（補助）（モニタリングデー

タ・シミュレーション） 
 

モニタリングデータ解析やシミュレーショ

ン結果の評価について技術的アドバイスを

受けることが望ましい。 
 モンゴル

科学技術

大学 

活動 1.2、1.3（補助）（インベントリ） 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術・省エ

ネルギー技術の技術移転候補）（重要主

体候補） 

大気汚染対策検討や省エネルギー診断の技

術面での支援を行う機関として有望である。

覚書を交わすことが望ましい。 

 モンゴル

鉄道 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術移転セ

ミナーへの協力）（補助） 
ボイラ運転員の実習を行う際に協力を依頼

する。 
 道路交通

建設都市

開発省 

 当面、移動発生源・その他発生源対策に関す

るデータ提供を望みたい。対策検討への協力

を期待するが、優先順位は高くない。 
 土地、建

設、測地、

地図局 

 当面、その他発生源対策に関するデータ提供

を望みたい。対策検討への協力を期待する

が、優先順位は高くない。 
 その他 工場：活動 1.2（補助）（固定発生源） 

工場：活動 3.4～3.5（届出側） 
工場：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

大工場については火力発電所に準じて協定

を結ぶことも考えられる。HOB に関しては

規制対象である。 
石油省や UB 市交通政策局も移動発生源に
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石油省：活動 1.3（補助）（移動発生源） 
UB 市交通政策局：活動 1.3（補助）（移動

発生源） 
HOB：活動 3.4～3.5（届出側） 
HOB：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

関するデータ提供や対策検討への協力を期

待するが優先順位は高くない。 
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上位目標 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

プロジェクト上位目標 
ウランバートル市において大気汚染物質の排出削減のための施策が強化される 
指標 
1. １５０から約２００のＨＯＢや３つの火力発電所といったウランバートル

市内の主要固定発生源が管理され排出基準を遵守する。 
 

 AQDCC （活動別に参加者・関与の程度（重要主

体・補助・オブザーバ等で分類）をプロ

ットする。） 

AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 

 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

  

 公共熱供

給公社 
  

 UB市監査

庁 
  

 UB市都市

開発計画

局 

  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・観光省 
  

 NAMEM   
 NAQO   
 CLEM   
 鉱物資源

エネルギ

ー省 

  

 国家監査

庁 
  

 PP2   
 PP3   
 PP4   
 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

  

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 
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別添資料 1.4-3 自立発展性を担保するためのマトリックス（第 7 回 JCC 時点） 
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1. プロジェクト成果別の自立発展性の要件（要素）の特定マトリックス 

成果 1 
ＣＤのステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 1 
ウランバートル市大気質庁と関係機関の大気汚染発生源解析と大気環境評価能

力が構築される。 
指標 
1.1 発生源インベントリデータベースが継続的に活用され、データが定期的に

更新される。 
1.2 シミュレーションモデルが構築され、AQDCC と関係機関により各汚染源対

策のプライオリティが検討できる。 
活動 
1.1 既存の発生源インベントリを（活動量・排出係数データ等）分析し、発生

源インベントリの枠組み（対象汚染物質、対象発生源、発生源情報項目等）を決

定する。 
1.2 固定発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.3 移動発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.4 その他面的発生源（裸地からの巻き上げ粉塵、廃棄物の野焼き、石炭焼却

場の処分灰、等）の調査方法を検討・実施する。 
1.5 固定・移動及びその他発生源の調査結果に基づき、基準年の発生源インベ

ントリを作成する。 
1.6 大気環境モニタリングデータを収集・解析して、データの妥当性を評価す

る。 
1.7 基準年についてシミュレーションを行い、発生源の精度及びシミュレーシ

ョンモデルの再現性を確認する。 
1.8 目標年及び対策ケースのインベントリを作成し、そのインベントリを用い

てシミュレーションを行い、大気環境への影響を評価する。 
1.9 データベースとマニュアル作成を含む発生源インベントリシステムを設

計・構築する。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

【主要メンバ】 
固定発生源：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM）、 
移動発生源：Mr. ALTANGEREL（大気質庁）、Mr. UNURBAT（NAQO）、Ms. ENKHMAA
（NAMEM） 
その他面的発生源：Ms. SANCHIRBAYAR（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM） 
シミュレーション：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM） 
【メンバ】 
固定発生源：Mr. SEDED（大気質庁）、Mr. GALIMBYEK（大気質庁）、Ms. TSATSAL（大

気質庁）、Mr. BOLDKHUU（エネルギー省）、Ms. TSEEPIL（自然環境・グリーン開発省） 
移動発生源：Ms. TSEEPIL（自然環境・グリーン開発省）、Ms. NYAMDAVAA（NAQO）、

Mr. GANSUKH（IMH） 
その他面的発生源：Mr. SONINBAYAR（PP2） , Mr. BOLDSAIKHAN（PP3）、Mr. 
ALTANGEREL（大気質庁）、Ms. NYAMDAVAA（NAMEM/NAQO）、Mr. BAYARMAGNAI
（NAMEM/NAQO） 
シミュレーション：Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Mr. GALIMBYEK（大気質庁）、

Ms. BAYASGALAN（大気質庁）、Ms. URANTSETSEG（大気質庁）、Mr. BAYARMAGNAI
（NAMEM／NAQO）、Ms. NYAMDAVAA（NAMEM／NAQO）、Ms. OUYNCHIMEG 
（NAMEM／IHM）、Mr. BATJARGAL（NAMEM／IHM）、Mr. LODOYSAMBA（モンゴ

ル国立大学）、Mr. BARKHASRAGCHAA（CLEM）、Mr. GANSUKH（IMH） 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【セミナー】 
ボイラ登録制度及び発生源インベントリに関するセミナー（1 日間、日本とモンゴルに

於ける発生源インベントリ、2010 年 6 月） 
発生源インベントリ及びシミュレーションに関するセミナー（1 日間、発生源インベン
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トリ・シミュレーション結果とそれに基づく協議、2011 年 3 月） 
基準年のインベントリ、シミュレーションに関するセミナー（1 日間、発生源インベン

トリの精度向上と発生源インベントリ・シミュレーションの実施体制構築について、2011
年 6 月） 
【研修】 
インベントリ、シミュレーションの研修（4 日間、気象・大気環境データの解析、固定・

移動・その他発生源インベントリ、大気拡散シミュレーションソフトウェアの利用方法、

2011 年 6 月） 
インベントリ、シミュレーションの研修（計 4 日間、固定発生源インベントリ、大気拡

散シミュレーションソフトウェア及び GIS ソフトの利用方法、2012 年 9 月、11 月） 
移動・その他発生源インベントリの研修（計 4 日間、2011 年 6 月、2012 年 11 月） 
 
【OJT】 
交通量調査の協議、実施（2010 年 9 月、11 月、2011 年 9 月、2012 年 11 月） 
ボイラ訪問調査の協議、実施（2010 年 11 月～2011 年 2 月） 
自動車排出係数算定のための情報収集（2010 年 9 月～12 月、2011 年 8 月～2012 年 3 月、

2012 年 8 月～2012 年 11 月） 
発電所灰埋立地からの飛散測定の協議、実施（2010 年 12 月、2011 年 3～6 月、2011 年 9
月、2011 年 11 月～2012 年 7 月） 
【本邦研修】 
インベントリとシミュレーションモデルの活用に関する大気汚染行政研修（2011 年 10
月 16 日～29 日） 
大気汚染対策案に関する大気汚染行政研修（2012 年 12 月 9 日～22 日） 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

発生源インベントリ集計結果やシミュレーション結果を含む年次報告の公表を行った。

プロジェクト終了後は、市長令等で規定することによって、インベントリ作成やシミュ

レーション実施の必要性を担保する必要がある。 
大気質庁は、インベントリやシミュレーションモデルを主に担当している機関ではない。

また、人員的に限界があるため、スキルの習得や維持で不足する部分がある。NAMEM
及び NAQO は、研修を通じて、発生源インベントリの更新及びシミュレーションの構築

に関する能力が大きく向上した。そこで、大気質庁は、インベントリ及びシミュレーシ

ョンモデルを業務として主に担当している NAMEM 及び NAQO と連携し、スキルの維

持を図っていく必要がある。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

シミュレーション用の PC 一式等を供与する。これらの機材の有効活用を図る必要があ

る。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

発生源インベントリは、データファイルとしてとりまとめた。大気質庁及び NAMEM は、

プロジェクト終了時までに 2 度の発生源インベントリの更新を行った。 
プロジェクト終了後を見据えて、今後開発する発生源インベントリシステムや本プロジ

ェクトによる発生源インベントリ更新に関する知見を活用した、関係機関による発生源

インベントリの構築体制を固める必要がある。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

インベントリ・シミュレーションモデルマニュアル（2012 年 10 月） 
移動発生源マニュアル（2012 年 11 月） 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

大気質庁で発生源インベントリあるいはシミュレーション等の基礎知識を有している職

員は 2 名である。しかし、大気質庁は、発生源インベントリやシミュレーションを主に

担当する機関ではないため、技術的なバックグランドの向上や人員の増強には限界があ

る。そこで、NAMEM 及び NAQO が主導で発生源インベントリとシミュレーションモデ

ルの構築を行い、大気質庁では、シミュレーション結果を、どのように大気汚染対策計

画策定に繋げることができるかを判断できる人員の育成を行うべきである。 
 予 算 の 確

保 
固定発生源、移動発生源及びその他インベントリデータを、毎年更新していくために必

要な実測調査等の予算計画を立てる必要がある。 
 組 織 内 体

制構築 
専門家チームは、「大気質庁が発生源インベントリに関する情報を収集し、NAMEM を中

心とした関係機関に対して、収集したデータに基づきウランバートル全体の発生源イン

ベントリ及びシミュレーションを委託することが適切である」と考える。プロジェクト
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終了後を見据えて、大気質庁と NAMEM との関係を覚書等で明確にする。 
大気質庁としては、複数年における NAMEM との共同プロジェクトとして提案すること

を希望している。 
共同プロジェクトとして実施することが適切であるのであれば、共同プロジェクトの仕

様を作成するべきである。 
 組 織 間 連

携構築 
専門家チームは、大気質庁に加えて NAMEM 及び NAQO を中心とした関係機関に技術

移転を行った。シミュレーションモデルの構築を委託することが適切であると判断する。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

プロジェクト期間中に、発生源インベントリ集計結果やシミュレーションによる大気環

境評価結果を含む年次報告を２回、発表した。プロジェクト終了後も年次報告を継続す

るべきである。大気質庁、NAMEM 及び NAQO では、発生源インベントリやシミュレー

ションなどのツールを用いて、大気環境濃度を予測することで、MNS の排出基準を確認

することができる。シミュレーションによって発生源別の寄与濃度が分かることによっ

て、ウランバートル市等に対して大気汚染対策の提言を行うことができる。 
 --等々  
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成果 2 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 2 
ウランバートル市において排ガス測定が継続的に実施される。 
指標 
2.1 プロジェクト実施期間中に少なくとも 50 回の排ガス測定が実施される。 
2.2 技術的な裏づけを持った方法論をもとに、大気汚染排出施設の監査が NIA、

NAQO や大気質庁等の該当機関によって実施される。 
活動 
2.1 本邦研修によって排ガス測定の理論と基礎を学ぶ。 
2.2 測定孔設置の可否を判断して測定対象ボイラを選定する。 
2.3 標準ガスを含む測定機材を導入して、測定研修を行う。 
2.4 リンゲルマンばい煙濃度表等による簡易測定法及びゲルストーブ等の測定

方法について検討する。 
2.5 測定対象ボイラの測定を行い、排ガス状況を確認する。 
2.6 排ガス測定に関するガイドライン類（測定孔設置、火力発電所ボイラ測定、

HOB 測定、ゲルストーブ等測定、簡易測定、機器使用、検査等）を作成する。 
2.7 排ガス測定に関するガイドライン類を改良する。 
2.8 MNS の規制値・測定方法等の妥当性について検討し、必要であれば改善を

提案する。 
2.9 試行的な監査方法が作成される。 
2.10 試行的な監査を実施し、排ガス状況を示し改善要求を出す。 

 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Mr. 
BAYARMAGNAI（NAQO）、Mr. ERDEMBILEG（CLEM）、ENKHTUVSHIN（PP2）、
BATBAATAR（PP3）、NUGUDAI（PP3）、ALTANGEREL（PP4）、MUNKHTULGA（PP4） 
※本邦研修に参加した Mr. DAVAADORJ（大気質庁）と Mr. GANZORIG（PP3）は帰国後

に異なる機関に移動したためメンバが交代した。 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
排ガス測定研修（講義＋実習、於 JFE テクノリサーチ他、研修生 8 名×1 ヶ月、2010 年

7 月～8 月） 
【講義】 
排ガス測定基礎講習（研修生 8 名、2010 年 5 月） 
【実習】 
排ガス測定実習（6 日間、於第 4 火力発電所、研修生 8 名他、2010 年 8 月～9 月） 
排ガス実測 2010 年～2011 年冬季（21 基延べ 86 回、於火力発電所（PP2、PP3）、HOB（14
箇所）、2010 年 11 月～12 月、2011 年 1 月～3 月） 
※火力発電所の実測には研修生全員が参加したが、HOB の実測に参加したのは監査側の

大気質庁、NAQO、CLEM の 4 名であった） 
湿式分析実習（4 日間、於 CLEM、研修生から 6 名、2010 年 5 月～6 月） 
湿式分析実習（3 日間、於 CLEM、研修生から 4 名、2010 年 10 月） 
排ガス実測 2011 年～2012 年冬季（38 基延べ 101 回、於火力発電所（PP3）、HOB（27 箇

所）、ゲルストーブ、2011 年 11 月～2012 年 2 月） 
ガイドライン作成研修（15 日間、於プロジェクト事務所、2012 年 11 月） 
排ガス実測 2012 年～2013 年冬季（実施中） 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

排ガス測定の人材の育成は順調に進んでおり、引き続き講義によって正確な理論を学び、

排ガス測定実施を続けることで技術レベルは担保される。一方、現在、構築中のボイラ

登録管理制度の中で、将来的には事業者による排ガス測定を義務付ける予定であり、そ

のことによって排ガス測定の実施も担保される。 
2012 年 12 月時点で AQDCC、NAQO 及び第 4 火力発電所のスタッフの技量がかなり向

上したが、一人前としてやや不足であり、補い合うことでチームとして機能するレベル

である。 
習得した技術を忘れないためには今後も積極的に実測を重ねる必要がある。 

 機材・施設

環 境 の 整
排ガス測定を実施するためには多くの機材が必要であり、本プロジェクトによって 2 セ
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備・維持管

理 
ットの排ガス測定機材が供与され、3 年に 1 回の頻度であれば、ウランバートル市内の

HOB 測定は可能と考えられる。 
プロジェクト期間中に排ガス測定機材の修理・更新、消耗品購入等の予算計画を作成し

て予算措置を行う必要がある。 
2012 年 12 月時点で消耗品等の一覧表を作成済みであるので、大気質庁等担当機関は予

算措置を行う必要がある。 
排ガス測定料金を設定して、大気質庁の排ガス測定業務の実施費用の一部に充てること

を検討する。 
 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

現時点では、測定結果は測定野帳やスレッドシートの形で保管されている。作成予定の

ボイラ登録管理データベースに入力することを検討する。 

 QA/QC 
(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

排ガス測定技術マニュアルを作成予定。 
1. 測定ガイドライン 
1.1 排ガス測定マニュアル（2011 年 6 月） 
1.2 排ガス測定プロトコル（2011 年 6 月） 
1.3 測定孔設置手順（未） 
1.4 発電所での排ガス測定手順（未） 
1.5 排ガスの湿式採取・分析手順（未） 
1.6HOB、ゲルストーブでの排ガス測定手順（未） 
1.7 機器保守（未） 
1.8 ダスト簡易測定の手順（未） 
2. 技術マニュアル（基礎資料） 
2.1 測定および分析フロー（2011 年 6 月） 
2.2 排ガス測定用フランジ作製業務委託仕様書・同図面（2011 年 6 月） 
2.3 排ガス測定用フランジ設置業務委託仕様書（2011 年 6 月） 
 
1．測定ガイドライン（一部をマニュアルに移行） 
1.1 排ガス測定プロトコル（2012 年 12 月、マニュアル・プロトコルを統合） 
1.2 測定孔設置手順（2012 年 12 月） 
1.3 排ガスの湿式採取・分析手順（2012 年 12 月） 
1.4 発電所の排ガス測定手順（未） 
1.5 HOB、ゲルストーブでの排ガス測定手順（未、HOB 部分は済） 
2. 技術マニュアル 
2.1 測定および分析フロー（2011 年 6 月） 
2.2 排ガス測定用フランジ作製業務委託仕様書・同図面（2011 年 6 月） 
2.3 排ガス測定用フランジ設置業務委託仕様書（2011 年 6 月） 
2.4 測定技術マニュアル (排ガス測定：水分、温度、流速、ダスト） 
2.5 測定技術マニュアル 計算シート使用法 
2.6 測定技術マニュアル 自動等速吸引装置 
2.7 測定技術マニュアル 排ガス分析機 1 (PG-250） 
2.8 測定技術マニュアル 排ガス分析機 2（HT-3000） 
2.9 保守マニュアル 1（PG-250) 
2.10 保守マニュアル 2 （ポンプ、ノズル) 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

大気質庁内で排ガス測定技術者を育成することは可能である。 
短期的には人材の不足を補うために第４火力発電所に排ガス測定を外注するという可能

性も検討する。 
長期的には排ガス測定サービス会社の設立の可能性について検討する。 
技術的な問題以外に、大気質庁に国家監査庁から Inspector の認定を受け、かつ実際に測

定を行う技術者がいないことが問題である。 
Inspector の資格がベテランにしか賦与できないのであれば、現場に出る若い技術者に限

定的な資格を与えるか、大気質庁という組織単位で Inspector が測定を監督して、若い技

術者や第４火力の技術者が現場作業を行う様な体制を認めれば、人材の有効活用が可能

になる。 
2012 年 12 月時点では従来通り、大気質庁の測定に監査庁が同行することが現実的であ

る。 
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 予 算 の 確

保 
排ガス測定の対象事業者から排ガス測定の実費を徴収することを検討するべきである。

また、前述の機材維持管理費・消耗品費を含む年間の排ガス測定実施予算を計上するべ

きである。 
 組 織 内 体

制構築 
2 セットの機材が供与されることから、大気質庁内に 2 名×2 チーム＝4 名の排ガス測定

技術者を育成することが望ましいが、外注や他機関との連携を検討することによって、

技術者数は削減できる。 
特に排ガス測定に関しては、対象ボイラも多く、大気質庁職員の負担も大きいと考えら

れることから、年間、月間、週間の作業計画を立てて工程管理を行うことが重要である。

また、排ガス測定結果等のデータ管理についても担当者や管理手順を明確に決めること

が必要である。 
 組 織 間 連

携構築 
既に NAQO や CLEM で排ガス測定技術者が育成されており、組織間で覚書を結ぶこと

によって排ガス測定への支援を受けることは可能であると考える。第４火力発電所につ

いても同様であるが、企業であることから実費・人件費等を考慮した契約の形態になる

ものと考えられる。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

排ガス測定技術は大気質庁がボイラを規制する際の要とも言える技術であり、MNS に規

定された排出基準を超過していることを科学的に証明することで、ボイラ事業者に改善

を要求することができる。また、逆に、排ガス測定データを蓄積・解析することによっ

て MNS をより適切なものに改定し、MNS を根拠とした排出規制への信頼度を高めるこ

とができる。 
2012 年 10 月には HOB の設置されたサイクロンの効率測定を行い、その効果を確認した。

さらに、ゲルストーブにおける改良燃料の効果についても排ガス測定を実施した。サイ

クロン効率と改良燃料の効果について、大気質庁職員が国家大気汚染低減委員会の開催

するドナー・モンゴル側機関合同会合でプレゼンテーションを行った。 
大気質庁は排ガス測定技術を活用した大気汚染対策の検討・評価を積極的に進めるべき

である。 
 --等々  
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成果 3 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 3 
関連機関と協力しつつ、大気質庁の排出規制能力が強化される。 
指標 
3.1 ボイラ登録システムが定期的に更新され、インベントリデータおよび排出

削減にかかる活動の基礎情報として活用される。 
活動 
3.1 既存のボイラ情報を収集・整理し、日本のボイラ登録制度を参考として、

ボイラ登録・認可制度を設計する。 
3.2 ボイラ登録システムの対象ボイラを選定して、訪問調査を計画・実施する。 
3.3 ボイラ登録システムを設計・開発する。 
3.4 運転許可（もしくは優良ボイラ認定）の要件を規定する。 
3.5 全ての対象ボイラを登録し、要件を満たしたボイラに運転許可（もしくは

優良ボイラ認定）を出す。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ：Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Mr. GALIMBYEK（大気質庁）、Ms. TSATSAL
（大気質庁） 
メンバ：Mr. TSOGTSAIHAN（ウランバートル市都市開発計画局）、Mr. MUNKHSAIKHAN
（国家監査庁）、Ms. ULZIITSETSEG（ウランバートル市監査庁）、Mr. BATBILEG （ウ

ランバートル市環境保護・廃棄物管理課）、Ms. ENKHMAA（NAMEM）、Mr. GAN-OCHIR
（エンジニアリング施設庁）、Mr. Zandanpurevz（UB 市温水ボイラ利用調整局 1）、Mr. 
SONINBAYAR（PP2）、BOLDSAIHAN（PP3）、Mr. BURIAD（PP4） 

 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、環境省、東京都、川崎市、札幌市、常陸那珂火力発電

所など、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月）、研修課題として「モンゴルのボイラ登録制

度に必要な項目」を作成 
【セミナー】 
ボイラ登録制度、インベントリ更新制度構築セミナー（１日、日本のボイラ登録制度の

紹介（海老原専門家）、モンゴルのボイラ登録制度の紹介（自然環境・グリーン開発省）

他、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、日本の大気汚染防止法の紹介（村井専門家）、大気法の

改正点・大気支払法の概要について（自然環境・グリーン開発省）、大気法改定後の監査

行政について（ウランバートル市監査庁）、ボイラ要録制度案について（深山専門家）、

環境行政研修の内容をウランバートル市上層部にアピールするために開催。セミナー後、

ガンボルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を作成、2011 年 2 月） 
ボイラ登録ワークショップ（１日、新たなボイラ登録管理制度についてと記入要項（市

大気質庁）、ボイラ利用許可の要件について（市エネルギー調整委員会）、ボイラ運転講

習について（大気質庁）、JICA プロジェクトとボイラ登録管理制度（村井専門家）、ボイ

ラ登録制度と大気法・大気支払い法との関係（自然環境・グリーン開発省）、ツーステッ

プローンの HOB リプレースへの活用（JICA、TSL Mongolia）、ボイラ登録管理制度を周

知するためにボイラ事業者及びマスコミ向けに開催、2011 年９月 
ボイラ登録制度説明会（半日×３回、新たなボイラ登録管理制度についてと記入要項（市

大気質庁）、ボイラ運転講習について（大気質庁）、ボイラ登録管理制度を周知するため

に、ボイラ事業者以外の中型ボイラ所有者向けに開催、2011 年９～10 月） 
2011 年度ボイラ運転員講習（半日×３回、HOB の運転とメンテナンスについて（大気質

庁）、ボイラ運転員の運転技術向上のため開催、2011 年 10 月） 
2012 年度ボイラ運転員講習（半日×３回、Good Practice, Bad Practice（ビデオ教材）（大

気質庁）、ボイラ運転員の運転技術向上のため開催、2012 年 11 月） 
システム開発の流れと発注管理（半日、システム開発の流れと発注管理（村井専門家）、

成果３担当者はシステム開発において発注者の立場になるため、システム開発の流れと

発注者と開発者の役割分担、開発するシステムについての認識を一致させるためのツー

ルなどの紹介を行った、2012 年 11 月） 

1 供熱供給公社が組織改編されてできた部署 
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 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

届出様式の配布と回収に関し国家統計委員会の承認を得たことから、集計結果の報告が

義務づけられた。また、ボイラ登録データベースはインベントリやシミュレーションシ

ステムの入力データとなることから、毎年の運用を通じてスキルは維持される。 
市監査庁と大気質庁が共同で実施する監査に伴う排ガス測定データはボイラ登録データ

ベースに保存される。データベースの情報は大気質庁がボイラを規制する際の根拠とな

る他、NAMEM でのインベントリやシミュレーションの更新、自然環境・グリーン開発

省の大気支払法の支払額の算定に利用されるなど、環境行政に有用なデータである。従

って環境行政に関わる公的機関にはデータを提供することが望ましい。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

プロジェクトで、ボイラ登録管理制度用に PC 一式とシステム開発環境（Visual studio）
を供与する。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

ボイラ訪問調査の結果（ボイラ情報、煙突情報）は、WORD と EXCEL 形式でデータ化

している。 
ボイラ届出制度の結果は、ボイラ登録データベースシステムを構築し、リレーショナル

データベスで一元管理している。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

データベースのテーブル定義書 
E-R 図 (Entity Relationship Diagram) 
業務フロー図 
ボイラ登録システム仕様書 
ボイラ登録システムマニュアル 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

登録制度で構築するデータベースシステムはいずれ改修が必要となるが、改修作業自体

はアウトソーシングする。大気質庁は発注者として必要な機能を明確にできれば良く、

登録制度の準備を通じて制度の理解を深め、届出データの処理を通じて運用の実務を学

ぶことが適切である。また、アウトソーシングするために、データベースやこれから作

成する届出様式の入出力システムの仕様書を充実させる。 
 予 算 の 確

保 
ボイラ運転員講習は 3 年間有効であるが、講習会自体は毎年必要である。届出様式の作

成、ボイラ利用許可証、運転員講習受講証、講習会テキストの作成費、講習会用会場費

は毎年予算化する必要がある。 
 組 織 内 体

制構築 
ボイラ登録データベースの運用要員 2 名を確保するべきであると考える。 

 組 織 間 連

携構築 
NAQOやCLEMで行っている排ガス測定結果やエネルギー調整委員会が発行する特別許

可（1,500kW 以上のボイラに対する運転許可）の内容を大気質庁が入手できるよう覚書

を結ぶ。また、ボイラ登録データベースで管理しているデータを市監査庁、自然・環境・

観光省も利用できるよう登録内容を周知する。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

ボイラ登録管理制度で管理される情報は、大気質庁がボイラを規制する際の基本情報で

ある。排ガス測定結果やボイラの改修履歴などをボイラ廃止後も残すことにより、様々

な比較や検討の基礎情報となる。加えて、ボイラ届出情報は発生源インベントリにも活

用することができ、その情報を基に追加調査を計画することも可能である。 

 --等々  
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成果 4 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 4 
大気質庁によって、主要な大気汚染物質発生源に対する対策が喚起される。 
指標 
4.1 少なくとも２０件の主要な大気汚染物質発生源（固定発生源）の診断が行

われ、対策案が提示される。 
4.2 ボイラ測定孔の設置、燃焼改善など現場の改善策についてボイラ所有者や

運転員と議論され、議事録がとりまとめられる。 
活動 
4.1 MNS やボイラ登録制度に関するセミナーを開催する。 
4.2 燃焼管理や大気汚染防止対策の一般論に関する講義を行う。 
4.3 主要な大気汚染発生源の診断を行い、設備や管理の観点から対策案を提示

する。 
4.4 主要な大気汚染発生源に対する対策案をセミナーで紹介する。 
4.5 バッドプラクティスとグッドプラクティスの視察を行う。 
4.6 全ての対象ボイラが排出基準などの法令義務を遵守できるように、制度的

な提案をおこなう。 
 技術移転

対象人材

の確保 

主要メンバ：Mr. SEDED（大気質庁）、Ms. TSOLOMON（大気質庁）、Dr. TSEYEN-OIDOV
（モンゴル科学技術大学） 
メンバ：Mr. SONINBAYAR（PP2）、Mr. BOLDSAIKHAN（PP3）、Mr. BURIAD（PP4）、
Mr. GAN-OCHIR（エンジニアリング施設庁）、Mr. Zandanpurevz（UB 市温水ボイラ利用

調整局）、Dr. BATTUR（モンゴル科学技術大学）、Mr. OTGON（建設・工業・サービスの

総合センター）、Ms. BILGOON（建物省エネルギーセンター） 
 技術移転

（座学、
OJT, 
本 邦 研

修） 

【講義】 
大気汚染対策・省エネルギーに関する講義（4 日間、※内容は「QA/QC」の項を参照の

こと、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のためのボイラ性能管理講義（大気質庁、発電所、大学関係者（1 日間）、

大気質庁、HOB 関係者（1 日間）、2011 年 2 月、3 月） 
HOB 運転員向け講習会（2012 年 4 月、2012 年 10 月） 
【テキスト作成】 
ボイラ運転員講習会テキストの作成（1)HOB 運転基礎、2)伝熱理論、3)燃焼理論、2011
年 6 月から 9 月） 
【ビデオ作成】 
HOB の燃焼管理に関するビデオ作成（2012 年 10 月） 
【実習】 
大気汚染対策のためのボイラ熱管理実習（於第 3 火力発電所（1 日間）、於鉄道修理工場

（2 日間）、2010 年 12 月、於 HOB（1 日間）、2011 年 2 月） 
【OJT】 
大気汚染対策検討（火力発電所（3、特に第 3 火力発電所については流動床ボイラへの改

造の要請書案を作成）、工場（1）、HOB（2）、2010 年 6 月） 
大気汚染対策のための省エネルギー・ポテンシャル診断（火力発電所・工場等、2010 年

6 月） 
大気汚染対策のための簡易省エネルギー診断（火力発電所（3）、工場（8）、事務所（1）、
HOB（3）、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のための詳細省エネルギー診断の実施・説明（工場（2）、2011 年 1 月、3
月、診断（さらに 2 工場（6 月））） 
サイクロンの効率測定（2012 年 10 月） 
大気汚染対策のための詳細省エネルギー診断の実施（工場（2）、2012 年 10 月） 

 スキルの

維持・活

用の担保 

現在の大気質庁の体制では技術の習得や維持に不足する部分がある。プロジェクト終了

後を見据えて、大学など公的外部機関との連携を図ることが望ましい。 

 機材・施

設環境の

大量の機材ではないが、対策診断用機材の確保が必要になる（圧力・温度センサー及び

データロガー、超音波流量計、サーモカメラ、超音波漏洩検知器等）。 
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整備・維

持管理 
 情報ベー

ス の 整

備・維持

管理 

ボイラ性能評価結果はスプレッドシートの形で、詳細省エネルギー診断結果は報告書の

形で取りまとめられており、ボイラ性能評価結果が 16 件、詳細省エネルギー診断結果が

7 件まとめられた。 
詳細書エネルギー診断報告書は、1)省エネルギー診断結果の要約、2)工場概要、3)省エネ

ルギー診断内容、4)モンゴル側参加者への省エネルギー診断および計測機器の技術指導

といった内容である。 
 QA/QC 

( 技 術 マ

ニ ュ ア

ル ・ SOP
整備) 

大気汚染対策・省エネルギーの講義資料は今後も活用できる。 
大気汚染対策講義資料 
1)石炭に関する一般知識、2)ボイラ効率の概要、3)ボイラ効率解析の基礎知識、4)ボイラ

効率演習、5)ボイラ効率の日常管理、6)ボイラ効率の改善、7)日本のクリーンコール技術、

8)ボイラの故障事例と対策、9)HOB について 
省エネルギー技術講義資料 
1)日本の省エネルギー事情（省エネルギーの必要性、日本の省エネルギー、省エネルギ

ーの管理体制、省エネルギー対策の進め方）、2)省エネルギー技術（ボイラ・エアコンプ

レッサー・ファン・照明の省エネルギー）、3)日本における省エネルギー対策例 
 組織内人

員の確保

（ 定 員

増）また

は、アウ

トソーシ

ング 

大気汚染対策については、大気質庁でボイラ運転等の知見を持っている職員は 1 名であ

り、専門的知識を有した職員の増強が必要である。2011 年夏にボイラ運用会社での経験

を持つ職員を採用した。しかし、業務量が多いため、この職員の活用には限界がある。 
省エネルギーについては、大気質庁のカウンターパートは非常に積極的に協力している

が、技術的バックグランドは不足しており、大気質庁だけで省エネルギー診断を実施す

ることは困難である。 

 予算の確

保 
プロジェクト期間中に必要な機材や消耗品の調達計画を立てる必要がある。 

 組織内体

制構築 
専門家チームは、大気質庁職員の増強にもよるが、大気質庁は予備診断を行い、診断対

象の施設を特定し、実際の詳細診断を連携機関に委託することが適切ではないかと考え

る。その際の診断費用は事業者が負担するべきである。 
 組織間連

携構築 
専門家チームは、大気汚染対策については、モンゴル科学技術大学の Power Engineering 
School に技術移転を行い、診断を委託することが適切であると考える。省エネルギーに

ついても、モンゴル科学技術大学内に設立されている BEEC 省エネルギーセンターに技

術移転を行い、診断を委託することが適切である。 
大気質庁とモンゴル科学技術大学で大気汚染対策機材及び省エネルギー測定機材の利用

に関する協定が締結された。モンゴル科学技術大学との連携を図ることにより、診断を

進めていく必要がある。 
 大気汚染

対策意思

決定と実

施メカニ

ズムの構

築 

この分野は、排出基準を超過した施設に対して、改善指導を行うための活動であり、大

気質庁は専ら技術的改善指導を行うものと想定している。資金面については当面は、JICA
が実施している TSL の環境ローンを活用すれば良いと考える。但し、TSL の対象は民間

中小企業であるので公共機関については別途、資金面の検討が必要となる。 

 --等々  
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成果 5 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

成果 5 
大気質庁及び関係機関が成果１～４を取りまとめ、大気汚染管理に反映し、情報

を一般に普及することができる。 
指標 
5.1 CP や C/P-WG が M/M 等レポートを用いて、NCC や市民等とプロジェクト

の成果の共有をおこなう。 
活動 
5.1 大気汚染対策に係る日本の知見がセミナーで紹介される。 
5.2 C/P 及び C/P-WG のメンバが本邦研修により日本の環境行政について学ぶ。 
5.3 専門家が定期的に C/P 及び C/P-WG メンバと協議をおこない、大気保全行

政に対して適切な提案をおこない、M/M 等レポートとしてまとめる。 
5.4 C/P 及び C/P-WG メンバがドナーコミュニティによって支援されている市

レベルの大気環境管理プログラムに貢献する。 
5.5 C/P が C/P-WG の協力の下に、少なくとも２回、大気汚染対策に係る啓発セ

ミナーを開催する。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

主要メンバ： Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. TSOLMON（大気質庁） 
メンバ： Ms. TSEEPIL（自然環境・グリーン開発省）、Ms. ULZIITSETSEG（ウランバー

トル市監査庁）、Ms. ENKHMAA（NAMHEM） 
Mr. TSOGTSAIKHAN（ウランバートル市都市開発計画局）、Mr. BATBILEG（ウランバー

トル市環境保護・廃棄物管理課）、Ms. SARAN（自然環境・グリーン開発省）、Mr. 
NYAMDORJ（ウランバートル市監査庁）、Ms. DAVAASUREN（エネルギー省）Ms. 
BOLORMAA（道路・交通・建設・都市開発省）、Ms. NYAMDAVAA（NAQO）、Mr. 
ALTANGEREL（エンジニアリング施設庁）、Mr. GAN-OCHIR（エンジニアリング施設庁）、

Mr. BOLDKHUU（エネルギー省）、Mr. ZANDANPUREV（UB 市温水ボイラ利用調整局） 
 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

【本邦研修】 
環境行政本邦研修（第 1 年次）（講習＋見学、環境省、東京都、川崎市、札幌市、常陸那

珂火力発電所など、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月）、研修課題として「モンゴルのボ

イラ登録制度に必要な項目」を作成 
環境行政本邦研修（第 2 年次）（講習＋見学、環境省、東京都、川崎市、大阪府、磯子火

力発電所など、研修生 6 名×2 週間 2011 年 10 月）、インベントリとシミュレーションの

大気汚染行政への活用について理解を深め、研修課題として「大気汚染削減計画策定及

び大気汚染防止協定締結のために必要な関係機関の連携についての提言」を作成 
環境行政本邦研修（第 3 年次）（講習＋見学、環境省、東京都、札幌市、JFE スチールな

ど、研修生 6 名×2 週間 2012 年 12 月）、研修課題として「大気汚染対策案の策定手順と

担当機関についての提案」を作成。 
【セミナー・ワークショップ・会合】 
インセプション・レポートに係るワークショップ（1 日、プロジェクト内容説明、2010
年 4 月） 
第 1 回 JCC 会合（1 日、インセプション・レポート協議等、2010 年 4 月） 
ボイラ登録制度、インベントリ更新制度構築セミナー（１日、日本とモンゴルに於ける

ボイラ届出精度について等、2010 年 6 月） 
第 2 回 JCC 会合（1 日、プログレス・レポート 1 承認等、2011 年 1 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、日本のボイラ登録制度について、大気法の改正点・大

気支払法の概要について、ボイラ登録制度案についての説明・協議、2011 年 2 月） 
ボイラ登録ワークショップ兼第 1 回ボイラ登録管理制度説明会（1 日、ボイラ登録管理

制度の説明会等、2011 年 9 月） 
第 3 回 JCC 会合（1 日、プログレス・レポート 2 承認、自立発展性を担保するためのマ

トリックス（Ver1）の説明・協議、2011 年 9 月） 
第 4 回 JCC 会合（1 日、中間レビュー結果の報告等、2011 年 12 月） 
プロジェクト活動紹介セミナー（第 1 回）（1 日、プロジェクト活動の紹介、2012 年 6
月） 
プロジェクト活動紹介セミナー（第 2 回）（1 日、プロジェクト活動の紹介、2012 年 9
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月） 
第 5 回 JCC 会合（1 日、プログレス・レポート 3 の承認等、2012 年 10 月） 
第 6 回 JCC 会合（1 日、終了時評価結果の報告等、2012 年 12 月） 
 
【その他】 
ボイラ登録管理制度に係る市長令（2011 年 8 月、ボイラ届出・ボイラ運転員講習の受講・

排ガス測定等への協力の同意を最低限の要件としたボイラ利用許可の発行等の規定） 
ボイラ登録管理制度に係る国家統計登録番号承認（2011 年 9 月予定） 
これまで大気質庁の行う発生源規制の要となるボイラ登録管理制度の構築に注力してき

たが、今後、インベントリ・シミュレーションを活用した大気汚染対策の提言や MNS
の改定等の課題に取り組む予定。 
2012 年 12 月に大気質庁とモンゴル科学技術大学で大気汚染対策機材及び省エネルギー

測定機材の利用に関する協定が締結された。モンゴル科学技術大学との連携を図ること

により、診断を進めていく必要がある。 
 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

大気質庁が実施する大気汚染行政活動をできる限り法律、市長令といった明確な形で規

定してもらうことが重要である。それによって予算や人材を獲得することも可能となり、

行政手法の活用の機会も増える。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

この分野に関しては特に必要となる機材は無い。 

 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

制度構築の過程で作成し、関係機関とやり取りした文書を整理・保管しておくべきであ

る。 

 QA/QC 
(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

制度構築の過程で手続き等を記載した文書があれば整理・保管する。 

 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

長官、副長官に関しては、関係機関との連携を深め、それに次ぐ人材の権限・責任範囲

を広げる努力をすることが望まれる。 

 予 算 の 確

保 
ボイラ登録管理制度の様に制度化して毎年、実施する業務について、人件費・消耗品費

を含めて予算化する。大気質庁の業務をより明確化することによって予算を増やし、人

材も増強することを考える。 
 組 織 内 体

制構築 
長官、副長官に加えて、次の管理職を育成し、様々な行政判断が迅速に行える体制作り

を行う。また、業務と担当者を決め、業務の効率化を図ると共に、責任体制を明確化す

る。 
 組 織 間 連

携構築 
技術面でも政策面でも、現状の大気質庁は関係機関との連携・協力が必要であることか

ら、自然環境・グリーン開発省、エネルギー省、NAMEM、NAQO、CLEM、ウランバー

トル市エンジニアリング施設庁、ウランバートル市監査庁、モンゴル科学技術大学等と

の間に覚書を交わすなどして関係強化を図る。 
2012 年 12 月にモンゴル科学技術大学と機器使用に係る協定を締結した。 
2012 年 12 月の環境行政本邦研修で大気汚染対策案策定の手順と担当機関についての提

案を作成したことから、引き続き、具体化を図るべきである。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

大気法やエネルギー法等で規定されている大気汚染行政や関係機関との連携の中から大

気質庁として取り組める行政課題を模索し、また、新たな課題を市長レベルに提言する

ことによって業務を創出して大気質庁の責任・権限の課題を図るべきである。 
2012 年 12 月時点で専門家、大気質庁、エンジニアリング施設庁等で協議した大気汚染

対策案 3 件が市議会の事業計画に掲載された。 
引き続き、他の大気汚染対策案についても協議を進め、副市長などに上程する予定。 

 --等々  
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プロジェクト目標 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

プロジェクト目標 
ウランバートル市と他の関係機関の人材育成を重視しつつ、ウランバートル市の

大気汚染対策能力が強化される。 
指標 
1. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に２回、発生源

インベントリ集計結果、大気環境評価結果及び排ガス測定結果を含む年次報告を

発表する。 
2. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、UB 市副市長に対して、年次報告に

基づき、プロジェクト期間中に少なくとも５件の大気汚染対策に係る提言を行

う。 
3. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に開催される全

てのラウンドテーブル会合及びそれに相当する会合で、プロジェクトによって得

られた結果を報告する。 
4. 市長令等の公的な施策・枠組みの発行、あるいは大気質庁と国レベル、市レ

ベルの関連機関との組織間の協定文書が結ばれるなど、大気汚染対策を進めるた

めの政策的、法的、組織体制的枠組みが整備される。 
 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

成果１ 
Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. ALTANGEREL（大気質庁）、Ms. SANCHIRBAYAR
（大気質庁）、Ms. ENKHMAA（NAMEM）、Mr. UNURBAT（NAQO） 
成果２ 
主要メンバ：Mr. DAVAAJARGAL（大気質庁）、Mr. OTOGONBAYAR（大気質庁）、Mr. 
BAYARMAGNAI（NAQO）、Mr. ERDEMBILEG（CLEM）、ENKHTUVSHIN（PP2）、
BATBAATAR（PP3）、NUGUDAI（PP3）、ALTANGEREL（PP4）、MUNKHTULGA（PP4） 
成果３ 
Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Mr. GALIMBYEK（大気質庁）、Ms. TSATSAL（大気質

庁） 
成果４ 
Mr. SEDED（大気質庁）、Ms. TSOLOMON（大気質庁）、Dr. TSEYEN-OIDOV（モンゴル

科学技術大学） 
成果５ 
Mr. BATSAIKHAN（大気質庁）、Ms. TSOLMON（大気質庁） 

 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

成果１ 
【セミナー】 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（1 日間、2010 年 6 月） 
発生源インベントリ・シミュレーション（1 日間、2011 年 3 月） 
基準年のインベントリ・シミュレーション（1 日間、2011 年 6 月） 
【研修】 
インベントリ・シミュレーション（4 日間、2011 年 6 月） 
インベントリ、シミュレーション（計 4 日間、2012 年 9 月、11 月） 
移動・その他発生源インベントリの研修（計 4 日間、2011 年 6 月、2012 年 11 月） 
【OJT】 
交通量調査（2010 年 9 月、11 月、2011 年 9 月、2012 年 11 月） 
ボイラ訪問調査（2010 年 11 月～2011 年 2 月） 
自動車排出係数算定のための情報収集（2011 年 8 月～2012 年 3 月、2012 年 8 月～2012
年 11 月） 
発電所灰埋立地からの飛散測定等の活動（2010 年 12 月、2011 年 3 月、5～6 月、2011 年

9 月、2011 年 11 月～2012 年 7 月） 
【本邦研修】 
インベントリとシミュレーション大気汚染行政への活用（2011 年 10 月 16 日～29 日） 
大気汚染対策案に関する大気汚染行政研修（2012 年 12 月 9 日～22 日） 
成果２ 
【本邦研修】 
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排ガス測定研修（講義＋実習、研修生 8 名×1 ヶ月、2010 年 7 月～8 月） 
【講義】 
排ガス測定基礎講習（研修生 8 名、2010 年 5 月） 
【実習】 
排ガス測定実習（6 日間、研修生 8 名他、2010 年 8 月～9 月） 
排ガス実測 2010 年～2011 年冬季（21 基延べ 86 回、於火力発電所（PP2、PP3）、HOB（14
箇所）、2010 年 11 月～12 月、2011 年 1 月～3 月） 
湿式分析実習（4 日間、於 CLEM、研修生から 6 名、2010 年 5 月～6 月） 
湿式分析実習（3 日間、於 CLEM、研修生から 4 名、2010 年 10 月） 
排ガス実測 2011 年～2012 年冬季（38 基延べ 101 回、於火力発電所（PP3）、HOB（27 箇

所）、ゲルストーブ、2011 年 11 月～2012 年 2 月） 
ガイドライン作成研修（15 日間、於プロジェクト事務所、2012 年 11 月） 
排ガス実測 2012 年～2013 年冬季（実施中） 
成果３ 
【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月） 
【セミナー】 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（1 日間、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、2011 年 2 月） 
※セミナー後、ガンボルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を提出 
ボイラ登録制度ワークショップ（1 日、2011 年 9 月） 
ボイラ登録制度説明会（半日×３回、2011 年 10 月） 
2011 年度ボイラ運転員講習会（半日×３回、2011 年 10 月） 
2012 年度ボイラ運転員講習会（半日×３回、2012 年 11 月） 
システム開発の流れと発注管理（半日、2012 年 11 月） 
成果４ 
【講義】 
大気汚染対策・省エネルギー（4 日間、2010 年 10 月） 
大気汚染対策のためのボイラ性能管理（2 日間、2011 年 2 月、3 月） 
HOB 運転員向け講習会（2012 年 4 月、2012 年 10 月） 
【テキスト作成】 
ボイラ運転員講習会テキストの作成（2011 年 6 月から 9 月） 
【ビデオ作成】 
HOB の燃焼管理に関するビデオ作成（2012 年 10 月） 
【実習】 
大気汚染対策のためのボイラ熱管理（4 日間、2010 年 12 月、2011 年 2 月） 
【OJT】 
大気汚染対策検討（火力発電所・工場・HOB、2010 年 6 月） 
省エネルギー・ポテンシャル診断（火力発電所・工場等、2010 年 6 月） 
簡易省エネルギー診断（火力発電所、工場、事務所、HOB、2010 年 10 月） 
詳細省エネルギー診断の実施・説明（工場、2011 年 1 月、3 月） 
サイクロンの効率測定（2012 年 10 月） 
大気汚染対策のための詳細省エネルギー診断の実施（工場（2）、2012 年 10 月） 
成果５ 
【本邦研修】 
環境行政本邦研修（講習＋見学、研修生 5 名×2 週間 2010 年 10 月） 
環境行政本邦研修（第 2 年次）（講習＋見学、研修生 6 名×2 週間 2011 年 10 月） 
環境行政本邦研修（第 3 年次）（講習＋見学、研修生 6 名×2 週間 2012 年 12 月） 
【セミナー・ワークショップ・会合】 
インセプション・レポートに係るワークショップ（1 日、2010 年 4 月） 
第 1 回 JCC 会合（1 日、インセプション・レポート協議等、2010 年 4 月） 
ボイラ登録制度・発生源インベントリ（１日、2010 年 6 月） 
ボイラ登録制度セミナー（１日、2011 年 2 月） 
第 2 回 JCC 会合（1 日、2011 年 1 月） 
※セミナー後、ガンボルト副市長及びバットＧＭ宛の提言を提出 
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ボイラ登録ワークショップ兼第 1 回ボイラ登録管理制度説明会（1 日、2011 年 9 月） 
第 3 回 JCC 会合（1 日、2011 年 9 月） 
第 4 回 JCC 会合（1 日、2011 年 12 月） 
プロジェクト活動紹介セミナー（第 1 回）（1 日、2012 年 6 月） 
プロジェクト活動紹介セミナー（第 2 回）（1 日、2012 年 9 月） 
第 5 回 JCC 会合（1 日、2012 年 10 月） 
第 6 回 JCC 会合（1 日、2012 年 12 月） 
【その他】 
ボイラ登録管理制度に係る市長令（2011 年 8 月） 
ボイラ登録管理制度に係る国家統計登録番号承認（2011 年 9 月予定） 
大気質庁とモンゴル科学技術大学で、大気汚染対策機材及び省エネルギー測定機材の利

用に関する協定を締結（2012 年 12 月） 
2012 年 12 月の終了時評価時点でのプロジェクト目標の達成状況は以下の通り 
指標 1： 

2012 年 6 月に 2010 年の発生源インベントリ、大気環境評価結果及び排ガス測定結果

を含む第 1 回年次報告が公表され、2012 年 12 月に 2011 年についての第 2 回年次報告が

公表された。以上のことから、達成度はやや高い。 
指標 2： 

大気汚染対策に係る 11 件の提言が専門家によってまとめられ、その中 3 件については

大気質庁と C/P-WG の努力により、市議会で承認され、事業計画に盛り込まれた。残り

の対策案について、今後、大気質庁が関係機関と協議・検討を行い、副市長等に上程す

る予定である。以上のことから達成度は高い。 
指標 3： 

大気汚染低減委員会が開催するドナー・モンゴル側機関合同会議において、大気質庁

及び専門家は報告を行っており、2012 年 10 月には C/P がプロジェクト成果に基づくプ

レゼンテーションを行った。以上のことから達成度はやや高い。 
指標 4： 

ボイラ登録管理制度に関する市長令が 2011年 8月に発行され、大気汚染対策と省エネ

診断のための測定機器使用に関する覚書が 2012 年 11 月に大気質庁とモンゴル科学技術

大学との間で交わされた。今後、各機関の責任・役割・業務分担につき、覚書等により

公式な組織間連携を進めることを検討中である。以上のことから達成度は中程度である。 

指標１から４の達成度からプロジェクト目標の達成見込みはやや高い。 
 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

成果１ 
発生源インベントリ・シミュレーションの年次報告による公表を市長令等で規定し、こ

れらの業務の実施の必要性を担保し、NAMEM 等との連携によってスキルの維持を図る。 
成果２ 
大気質庁で排ガス測定技術者を育成できる目途は立っているので、排ガス測定実施を続

けることで技術レベルは維持できる。一方、現在、構築中のボイラ登録管理制度の中で、

将来的には事業者による排ガス測定を義務付ける予定であり、そのことによって排ガス

測定の実施も担保される。 
2012 年 12 月時点で AQDCC、NAQO 及び第 4 火力発電所のスタッフの技量がかなり向

上したが、一人前としてやや不足であり、補い合うことでチームとして機能するレベル

である。 
習得した技術を忘れないためには今後も積極的に実測を重ねる必要がある。 
成果３ 
大気質庁の人材はデータベースを開発することができる技術レベルでは無いと判断され

るので、ボイラ登録制度の準備作業を通じて制度の理解を深めると共に、届出データの

処理を通じて運用の実務を学ぶことが適切であると考える。 
成果４ 
現在の大気質庁の体制では技術の習得や維持に不足する部分があると判断されるので、

大学など公的外部機関との連携を図ることが望ましい。 
成果５ 
大気質庁が実施する大気汚染行政活動をできる限り法律、市長令といった明確な形で規

定してもらうことが重要である。それによって予算や人材を獲得することも可能となり、

行政手法の活用の機会も増える。 
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基本的にプロジェクトで習得した技術・知見を活用し続けることで、スキルの維持は可

能であると考えるが、スキルを習得した人材を確保し続け、かつ、新たに育成していく

ためには、人件費が必要であり、その担保のためには市長令・法律といった制度面での

根拠が重要である。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

成果２の活動を維持管理するためには、適切な工程計画・予算計画が必要であり、プロ

ジェクト期間中に詳しく検討する必要がある。2012 年 12 月時点で消耗品等の一覧表を

作成済みであるので、大気質庁等担当機関は予算措置を行う必要がある。成果４につい

ても同様であるが、機材や消耗品は成果２の活動に比べればかなり少ない。 
成果１や成果３で必要な機材は通常の PC やソフトウェアぐらいであり、成果５につい

ては特に機材は必要としない。 
大気質庁の活動の情報発信・宣伝を考えると、Web サイトの活用やマスコミへのプレス

リリースを定常業務化していくことが望ましい。 
 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

成果３のボイラ登録管理制度で届け出られたデータは全てデータベースで一元管理され

る。成果１のインベントリ・シミュレーションや成果２の排ガス測定結果も可能な限り、

システム化を図る。成果４については大気汚染対策提言や省エネルギー診断結果報告書

等の文書・電子ファイルを整理・保管する。 
 QA/QC 

(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

特に成果２の排ガス測定では、総合的な排ガス測定技術マニュアルを作成中であり、2012
年 12 月時点で、5 つのガイドラインの中、3 つは完成し、約 10 種類のマニュアルを準備

している。成果１や成果３のセミナー資料も参考となる。成果３で開発予定のデータベ

ースでは使用マニュアルと共に設計仕様書がシステムの更新の際には役に立つ。成果５

の活動については、例えば、ボイラ登録管理制度を構築した過程での申請文書等が今後

の活動の参考になる。 
ボイラ登録管理制度ガイドライン、発生源インベントリ作成・更新ガイドライン及びシ

ミュレーション実施・更新ガイドラインを作成予定。 
 組 織 内 人

員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

専門家チームは現時点では、大気質庁の組織内人材について以下の様に考えている。 
成果１のインベントリ・シミュレーション：当面は NAMEM の強力な支援を受けつつ、

長期的に担当分野を決めて４～５人程度の人材を育成する。 
成果２の排ガス測定：育成が進んでいる２名に加えて、もう２名の技術者を育成する。

長期的には外注を検討する。 
成果３のボイラ登録管理制度：２名程度の人員でデータベースの運用管理に専念し、デ

ータベースの改修・更新を外注できる知識・能力レベルを目指す。 
成果４：大気汚染対策検討を実施できそうな人材２名を引き続き強化しつつ、大学等の

公的機関との連携を強化する。省エネルギー診断に関しては特に連携を急ぐことが望ま

しい。 
成果５：大気質庁の権限・責任範囲の拡大に務めつつ、覚書等を交わして関係機関との

連携を明確化・強化する。 
 
外部機関との連携や外注を薦めている分野についても大気質庁内部で対応することを妨

げるものではないが、プロジェクト期間を考えると上記の様な対応が適切であると考え

ている。仮に、大気質庁の内部で実施したい場合には既にその分野の知識・技術のベー

スがある人材の補充等が必要になる。 
 予 算 の 確

保 
スタッフの増強による人件費の確保や増加を検討する。 
多くの機材の維持管理費がかかるのは成果２の排ガス測定であり、成果４の大気汚染対

策・省エネルギー診断についても若干の費用がかかることから、予算計画を検討・作成

する。 
広報・宣伝費についても具体的に検討することが望ましい。 

 組 織 内 体

制構築 
特に成果２の排ガス測定は冬季に業務が集中し、成果４の大気汚染対策検討も冬季に比

重がある。また、年次報告の公表等、予定を立てられるものもある。従って、年間計画

を検討すれば、大気質庁スタッフの複数業務の兼任も可能である。 
 組 織 間 連

携構築 
現時点で、特に検討すべきは成果１のインベントリ・シミュレーションに関する NAMEM
との連携と成果４の大気汚染対策検討・省エネルギー診断に関するモンゴル科学技術大

学との連携である。 
2012 年 12 月にモンゴル科学技術大学と機器使用に係る協定を締結した。 
2012 年 12 月の環境行政本邦研修で大気汚染対策案策定の手順と担当機関についての提
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案を作成したことから、引き続き、具体化を図るべきである。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

成果１から成果４の活動を成果５で取りまとめることを想定しているが、具体的な行政

施策を想定していなければ、その関係が明確にならない。 
例えば、ボイラ登録管理制度実施の基盤となるのは、成果３のデータベースと成果２排

ガス測定である。加えて、成果５の活動として市長令や国家統計局の承認といった制度

面の担保を行った。 
現在、専門家チームが想定している各成果における活動の統合のイメージは図 1 に示

す通りである。 
成果１の発生源インベントリ集計結果とシミュレーション結果、成果２の排ガス測定結

果を取りまとめて年次報告を行う。 
また、排ガス測定結果やシミュレーション結果に基づいて MNS の改定を行う。 
さらに、成果３のデータベースを参考として、対象ボイラを抽出して大気汚染対策・省

エネルギー診断を行い、その結果をシミュレーションで確認することによって、大気汚

染対策提言を取りまとめる。 
これらに加えて、大気質庁や関係機関からのより具体的な提案をお願いしたい。 
2012 年 10 月には HOB の設置されたサイクロンの効率測定を行い、その効果を確認した。

さらに、ゲルストーブにおける改良燃料の効果についても排ガス測定を実施した。サイ

クロン効率と改良燃料の効果について、大気質庁職員が国家大気汚染低減委員会の開催

するドナー・モンゴル側機関合同会合でプレゼンテーションを行った。 
大気質庁は排ガス測定技術を活用した大気汚染対策の検討・評価を積極的に進めるべき

である。 
2012 年 12 月時点で専門家、大気質庁、エンジニアリング施設庁等で協議した大気汚染

対策案 3 件が市議会の事業計画に掲載された。 
引き続き、他の大気汚染対策案についても協議を進め、副市長などに上程する予定。 

 --等々  
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上位目標 
 
 
CD のステップ 
（自立発展性

の要件） 

プロジェクト上位目標 
ウランバートル市において大気汚染物質の排出削減のための施策が強化される 
指標 
1. １５０から約２００のＨＯＢや３つの火力発電所といったウランバートル

市内の主要固定発生源が管理され排出基準を遵守する。 
 

 技 術 移 転

対 象 人 材

の確保 

成果１ 
大気質庁、NAMEM/NAQO/CLEM/IHN の機関を中心として発生源インベントリ作成、シ

ミュレーション実施の人材を育成する。モンゴル国立大学やモンゴル科学技術大学の協

力を求めることも有効である。 
成果２ 
大気質庁、NAMEM/NAQO/CLEM の機関で排ガス測定スタッフの増員を図る。エネルギ

ー省と協議の上、第４火力発電所の人材の活用を図ることも検討するべきである。 
成果３ 
大気質庁と国家発生源登録を担当する NAQO はボイラ管理登録データベースを運用で

きる人材を育成すべきである。ボイラ届出の配付・回収等は区やホローのスタッフの協

力体制を構築すべきである。 
成果４ 
大気質庁、エンジニアリング施設庁、UB 市温水ボイラ利用調整局等のスタッフがモン

ゴル科学技術大学等の協力を得ながら、大気汚染対策検討・指導を行うべきである。 
成果５ 
大気質庁はシニアマネージャーの育成を進めるべきである。 

 技 術 移 転

（ 座 学 、
OJT, 
本邦研修） 

2013 年 3 月で JICA プロジェクトは終了することから、それ以降はモンゴル側独自の研

修や OJT を主体とするべきである。 
加えて、JICA の集団研修の活用を図るべきである。 

 ス キ ル の

維持・活用

の担保 

成果１ 
定期的にまた大気汚染対策案の検討において発生源インベントリ更新・シミュレーショ

ン実施を継続的に行うべきである。 
成果２ 
計画的に HOB の排ガス測定を継続し、大気汚染対策の効果を測定する等、継続的に排ガ

ス測定を行い、技術力の保持に努めるべきである。 
成果３ 
継続的にボイラ登録を行い、データベースを活用して、HOB の変化傾向を把握するべき

である。 
成果４ 
ボイラ熱効率の診断等を大学等の協力を得て実施するべきである。 
成果５ 
大気質庁は当面、NAMEM/NAQO、エンジニアリング施設庁、監査庁、都市開発計画局、

自然環境・グリーン開発省、エネルギー省等と大気汚染対策に係る協議を継続するべき

である。 
 機材・施設

環 境 の 整

備・維持管

理 

成果２と成果４に関しては、消耗品費・交換部品代の予算措置を取り、中長期的には追

加機材の購入計画を作成するべきである。 
成果１と成果３に関しては、必要が生じた時点で、ハードウェアの更新・ソフトウェア

の改修を検討・実施すれば良いと思われる。 
 情 報 ベ ー

ス の 整

備・維持管

理 

成果１、成果３については業務フローを検討し、必要な機能の追加を図るべきである。

成果２の排ガス測定結果や成果４の大気汚染対策検討資料は電子化して保存・管理する

べきである。 

 QA/QC 
(技術マニ

ュ ア ル ・

SOP 整備) 

成果１、成果２及び成果３で作成されたガイドライン・マニュアルを適宜、改訂し、必

要であれば新たなガイドライン・マニュアルを作成するべきである。 

 組 織 内 人 成果１では大学の人材の活用の必要性について検討するべきである。 
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員 の 確 保

（定員増）

または、ア

ウ ト ソ ー

シング 

成果２では排ガス測定のアウトソーシングを検討するべきである。 
成果３ではボイラ登録管理データベースの改修が必要になった場合にアウトソーシング

を行えば良いと考える。 
成果４では大学の人材の活用の必要性について検討するべきである。 
成果５については組織内でシニアマネージャーを育成することが重要である。 
より新しい技術分野についても大気質庁が直接、担当するのであれば、その分野の技術

的バックグランドを持った人材を補強する必要がある。 
 予 算 の 確

保 
排ガス測定等の実費が出る活動については予算措置を取る必要がある。 
人材を増強する場合には、そのための予算措置も必要となる。 

 組 織 内 体

制構築 
成果２についてはアウトソーシングとの兼ね合いもあるが、必要であれば人材の増強が

必要である。その他の分野についても大気質庁が直接、実施するのか、関係機関に協力

を頼むのか、またはアウトソーシングしてしまうのかの判断によって組織内の体制は変

わる。 
 組 織 間 連

携構築 
成果１ 
NAMEM/NAQO/CLEM/IHN、加えて大学との連携が重要である。 
成果２ 
NAMEM/NAQO/CLEM や第 4 火力発電所との連携が重要である。 
成果３ 
国家発生源登録を担当している NAQO、エンジニアリング施設庁、監査庁や UB 市温水

ボイラ利用調整局等との連携が必要である。 
成果４ 
大学、エンジニアリング施設庁や UB 市温水ボイラ利用調整局等との連携が必要である。

火力発電所についてはエネルギー省が重要である。 
成果５ 
検討する内容にもよるが、当面、NAMEM/NAQO、エンジニアリング施設庁、監査庁、

都市開発計画局、自然環境・グリーン開発省、エネルギー省との連携が重要である。 
 大 気 汚 染

対 策 意 思

決 定 と 実

施 メ カ ニ

ズ ム の 構

築 

大気質庁はウランバートル市の機関であることから、産業・エコロジー担当副市長から

市長や市議会に提案を提出してもらうアプローチを第一に考えるべきであると考える。 
加えて、国家大気汚染低減委員会への情報提供を重視するべきである。 

 --等々  
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2. プロジェクト成果別の C/P-WG の関連機関の役割分担・連携あり方検討マトリックス-- 

C/P-WG「タスクフォース」の実態把握と体制構築への方法の検討 – 

成果 1 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 1 
ウランバートル市大気質庁と関係機関の大気汚染発生源解析と大気環境評価能力が構築

される。 
指標 
1.1 発生源インベントリデータベースが継続的に活用され、データが定期的に更

新される。 
1.2 シミュレーションモデルが構築され、AQDCC と関係機関により各汚染源対

策のプライオリティが検討できる。 
活動 
1.1 既存の発生源インベントリを（活動量・排出係数データ等）分析し、発生源

インベントリの枠組み（対象汚染物質、対象発生源、発生源情報項目等）を決定

する。 
1.2 固定発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.3 移動発生源インベントリ調査を計画・実施する。 
1.4 その他面的発生源（裸地からの巻き上げ粉塵、廃棄物の野焼き、石炭焼却場

の処分灰、等）の調査方法を検討・実施する。 
1.5 固定・移動及びその他発生源の調査結果に基づき、基準年の発生源インベン

トリを作成する。 
1.6 大気環境モニタリングデータを収集・解析して、データの妥当性を評価する。 
1.7 基準年についてシミュレーションを行い、発生源の精度及びシミュレーショ

ンモデルの再現性を確認する。 
1.8 目標年及び対策ケースのインベントリを作成し、そのインベントリを用いて

シミュレーションを行い、大気環境への影響を評価する。 
1.9 データベースとマニュアル作成を含む発生源インベントリシステムを設

計・構築する。 
 AQDCC 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（重要主体） 

活動 1.5、1.7、1.9（補助） 
AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の体

制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

  

 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

  

 UB市監査

庁 
  

 UB市都市

開発計画

局 

 移動発生源対策の検討への協力 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・グリー

ン開発省 

  

 NAMEM/ 
NAQO/ 
IHN 

活動 1.1～1.4、1.6、（補助） 
活動 1.5、1.7、1.8、1.9（重要主体） 

インベントリ作成・シミュレーション実施への

協力（覚書、技術協力協定） 
大気質庁の意見としては、双方の監督官庁に複

数年に亘る NAMEM との共同プロジェクトを
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提案・承認を受けて協力体制を構築することを

希望しており、短期的にはこの様な協力体制で

運営してみることで良いと考える。また、共同

プロジェクトとして実施することが適切であ

るのであれば、共同プロジェクトの仕様を作成

するべきである。 
NAMEM/NAQO/IHN を一体で考えることが妥

当である。 
    
 CLEM   
 エネルギ

ー省 
  

 国家監査

庁 
  

 PP2 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 PP3 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 PP4 活動 1.2、1.4（補助） 発生源インベントリに係るデータ提供 
 モンゴル

国立大学 
活動 1.6～1.8（補助）  

 モンゴル

科学技術

大学 

活動 1.2、1.3（補助） 調査実施委託先 

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

 発生源インベントリに係るデータ提供 
移動発生源・その他発生源対策の検討への協力 

 土地、建

設、測地、

地図局 

 発生源インベントリに係るデータ提供 
その他生源対策の検討への協力 

 その他 工場：活動 1.2（補助） 
石油省：活動 1.3（補助） 
UB 市交通政策局：活動 1.3（補助） 

発生源インベントリに係るデータ提供 
発生源対策の検討への協力 

    

組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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成果 2 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 2 
ウランバートル市において排ガス測定が継続的に実施される。 
指標 
2.1 プロジェクト実施期間中に少なくとも 50 回の排ガス測定が実施される。 
2.2 技術的な裏づけを持った方法論をもとに、大気汚染排出施設の監査が NIA、

NAQO や大気質庁等の該当機関によって実施される。 
活動 
2.1 本邦研修によって排ガス測定の理論と基礎を学ぶ。 
2.2 測定孔設置の可否を判断して測定対象ボイラを選定する。 
2.3 標準ガスを含む測定機材を導入して、測定研修を行う。 
2.4 リンゲルマンばい煙濃度表等による簡易測定法及びゲルストーブ等の測定

方法について検討する。 
2.5 測定対象ボイラの測定を行い、排ガス状況を確認する。 
2.6 排ガス測定に関するガイドライン類（測定孔設置、火力発電所ボイラ測定、

HOB 測定、ゲルストーブ等測定、簡易測定、機器使用、検査等）を作成する。 
2.7 排ガス測定に関するガイドライン類を改良する。 
2.8 MNS の規制値・測定方法等の妥当性について検討し、必要であれば改善を提

案する。 
2.9 試行的な監査方法が作成される。 
2.10 試行的な監査を実施し、排ガス状況を示し改善要求を出す。 

 AQDCC 活動 2.1～2.10（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の体

制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

  

 UB市監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

 UB市都市

開発計画

局 

  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

  

 自然環

境・グリー

ン開発省 

  

 NAMEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 NAQO 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 CLEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 排ガス測定実施の際の支援・監査への同行 
 エネルギ

ー省 
  

 国家監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体） 監査への同行 

大気質庁職員への Inspector 資格の賦与、現状

では Inspector の資格は多くの経験を積んだベ

テランに賦与されているようであるが、実際に

現場で活動するのは比較的若い職員であるの

で、実際に監査に行く職員への資格の賦与を検

討してもらいたい。 
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Inspector の資格がベテランにしか賦与できな

いのであれば、現場に出る若い技術者に限定的

な資格を与えるか、大気質庁という組織単位で

Inspector が測定を監督して、若い技術者や第４

火力の技術者が現場作業を行う様な体制を認

めれば、人材の有効活用が可能になる。 
 PP2 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース） 
 PP3 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース） 
 PP4 活動 2.1～2.7（条件付き） 排ガス測定実施への支援（契約ベース）、協議

によって適正な料金を設定して契約ベースで

排ガス測定を実施することは技術的には可能

であると考える 
 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

  

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

    
    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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成果 3 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 3 
関連機関と協力しつつ、大気質庁の排出規制能力が強化される。 
指標 
3.1 ボイラ登録システムが定期的に更新され、インベントリデータおよび排出

削減にかかる活動の基礎情報として活用される。 
活動 
3.1 既存のボイラ情報を収集・整理し、日本のボイラ登録制度を参考として、

ボイラ登録・認可制度を設計する。 
3.2 ボイラ登録システムの対象ボイラを選定して、訪問調査を計画・実施する。 
3.3 ボイラ登録システムを設計・開発する。 
3.4 運転許可（もしくは優良ボイラ認定）の要件を規定する。 
3.5 全ての対象ボイラを登録し、要件を満たしたボイラに運転許可（もしくは

優良ボイラ認定）を出す。 
 AQDCC 活動 3.1～3.5（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD 活動 3.5（重要主体（登録について）） ボイラ届出の配布・回収 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 3.1～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 
エンジニアリング施設庁とウランバートル

市監査庁はこれまでにもエネルギー調整委

員会の構成員としてボイラを取り締まって

きたこともあり、今後、より緊密に協力体制

を構築して施策実施の効率化を図るべきで

ある。 
大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

活動 3.1～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 
UB 市温水ボイラ利用調整局自体が所有す

るボイラは限られているが、公共施設のボイ

ラのトラブル対応を行っている実態もあり、

公共施設のボイラ管理の面で協力を検討す

るべきである。 
2012 年の組織改定で UB 市温水ボイラ利用

調整局 2 と名称が変わり、新局長の

Mr.Zandanpurevz によると HOB に対する指

導・管理も担当することになったとのことか

ら、改善指導、優良ボイラ認定などで協力す

べきである。 
 UB市監査

庁 
活動 3.4～3.5（重要主体） ボイラ登録管理制度への協力 

エンジニアリング施設庁とウランバートル

市監査庁はこれまでにもエネルギー調整委

員会の構成員としてボイラを取り締まって

きたこともあり、今後、より緊密に協力体制

を構築して施策実施の効率化を図るべきで

ある。 
大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力もしくは当面の監査実施への協力 
 UB市都市

開発計画

局 

活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 

 UB市環境

汚染・廃棄
  

2 ULAANBAATAR CITY HEATING STOVES REGULATORY AUTHORITY 
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物課 
 自然環

境・グリー

ン開発省 

活動 3.1～3.5（補助） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 

 NAMEM 活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 
 NAQO 活動 3.1～3.5（補助） ボイラ登録管理制度への協力 
 CLEM   
 エネルギ

ー省 
活動 3.1～3.5（補助） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 国家監査

庁 
活動 3.4～3.5（重要主体） 大気質庁のボイラ規制における権限の拡大

への協力 
 PP2 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 PP3 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 PP4 活動 3.4～3.5（届出側） ボイラ登録管理制度への協力 
 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

  

 モンゴル

鉄道 
  

 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他 工場：活動 3.4～3.5（届出側） 
HOB：活動 3.4～3.5（届出側） 

ボイラ登録管理制度への協力 

    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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成果 4 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 4 
大気質庁によって、主要な大気汚染物質発生源に対する対策が喚起される。 
指標 
4.1 少なくとも２０件の主要な大気汚染物質発生源（固定発生源）の診断が行

われ、対策案が提示される。 
4.2 ボイラ測定孔の設置、燃焼改善など現場の改善策についてボイラ所有者や

運転員と議論され、議事録がとりまとめられる。 
活動 
4.1 MNS やボイラ登録制度に関するセミナーを開催する。 
4.2 燃焼管理や大気汚染防止対策の一般論に関する講義を行う。 
4.3 主要な大気汚染発生源の診断を行い、設備や管理の観点から対策案を提示

する。 
4.4 主要な大気汚染発生源に対する対策案をセミナーで紹介する。 
4.5 バッドプラクティスとグッドプラクティスの視察を行う。 
4.6 全ての対象ボイラが排出基準などの法令義務を遵守できるように、制度的

な提案をおこなう。 
 AQDCC 活動 4.1～4.2、4.4～4.6（重要主体） 

活動 4.3（補助） 
AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD   
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 4.1～4.6（重要主体）  

 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

活動 4.1～4.6（重要主体）  

 UB市監査

庁 
活動 4.6（重要主体）  

 UB市都市

開発計画

局 

活動 4.6（補助）  

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 4.6（重要主体）  

 自然環

境・グリー

ン開発省 

活動 4.6（重要主体）  

    
 NAMEM/ 

NAQO 
活動 4.6（補助） NAMEM/NAQO を一体で考える 

 CLEM   
 エネルギ

ー省 
活動 4.6（重要主体）  

 国家監査

庁 
活動 4.6（重要主体）  

 PP2 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 

 PP3 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 

 PP4 活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大気汚染対策検討・省エネルギー診断に必要

な情報提供 
大気汚染対策計画の策定 
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 モンゴル

国立大学 
  

 モンゴル

科学技術

大学 

活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術・省エ

ネルギー技術の技術移転候補）（重要主体

候補） 

大気汚染対策・省エネルギーにおける技術協

力（覚書、協力協定、契約）（2012 年 12 月

協定締結） 
 モンゴル

鉄道 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術移転セ

ミナーへの協力）（補助） 
大気汚染対策・省エネルギーにおける技術協

力（覚書、協力協定、契約） 
 道路交通

建設都市

開発省 

  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他 工場：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 
HOB：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

工場：大気汚染対策検討・省エネルギー診断

に必要な情報提供、大気汚染対策計画の策定 
 
HOB：大気汚染対策検討・省エネルギー診

断に必要な情報提供、大気汚染対策計画の策

定 
    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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成果 5 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

成果 5 
大気質庁及び関係機関が成果１～４を取りまとめ、大気汚染管理に反映し、情報を一般

に普及することができる。 
指標 
5.1 CP や C/P-WG が M/M 等レポートを用いて、NCC や市民等とプロジェクト

の成果の共有をおこなう。 
活動 
5.1 大気汚染対策に係る日本の知見がセミナーで紹介される。 
5.2 C/P及びC/P-WGのメンバが本邦研修により日本の環境行政について学ぶ。 
5.3 専門家が定期的に C/P 及び C/P-WG メンバと協議をおこない、大気保全行

政に対して適切な提案をおこない、M/M 等レポートとしてまとめる。 
5.4 C/P 及び C/P-WG メンバがドナーコミュニティによって支援されている市

レベルの大気環境管理プログラムに貢献する。 
5.5 C/P が C/P-WG の協力の下に、少なくとも２回、大気汚染対策に係る啓発

セミナーを開催する。 
 AQDCC 活動 5.1～5.5（重要主体） AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
 区長・PSD  大気質庁の行政施策実施への協力 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施への協力 
市長令発行への協力 
大気汚染対策案検討への協力 

 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

活動 5.1～5.5（補助） 大気質庁の行政施策実施への協力 
大気汚染対策案検討への協力 

 UB市監査

庁 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施への協力 

市長令発行への協力 
大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
大気汚染対策案検討への協力 

 UB市都市

開発計画

局 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気汚染対策案検討への協力 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 5.1～5.5（重要主体） 市長令発行への協力 
大気汚染対策提言への協力 

 自然環

境・グリー

ン開発省 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
特に大気法の施行規則において、具体的に大

気質庁が行う業務を記述してもらうことに

よって大気質庁の権限拡大に協力してもら

いたい 
大気汚染対策提言への協力 

 NAMEM/ 
NAQO 

活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
大気汚染対策提言への協力 
大気汚染対策案検討への協力 
※NAMEM/NAQO/IHN を一体で考える 

    
 CLEM 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 エネルギ

ー省 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
特に現在、改定中のエネルギー法の施行規則
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において、具体的に大気質庁が行う業務を記

述してもらうことによって大気質庁の権限

拡大に協力してもらいたい 
もし、ドナー機関が改定に協力しているので

あれば、ドナー機関とも協議を行いたい 
大気汚染対策提言への協力 
大気汚染対策案検討への協力 

 国家監査

庁 
活動 5.1～5.5（重要主体） 大気質庁の行政施策実施における権限の拡

大への協力 
 PP2 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 PP3 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 PP4 活動 5.1～5.5（オブザーバー）  
 モンゴル

国立大学 
活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 モンゴル

科学技術

大学 

活動 5.1～5.5（オブザーバー） 大気汚染対策案検討への協力 

 モンゴル

鉄道 
活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 道路交通

建設都市

開発省 

活動 5.1～5.5（オブザーバー）  

 土地、建

設、測地、

地図局 

  

 その他   
    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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プロジェクト目標 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

プロジェクト目標 
ウランバートル市と他の関係機関の人材育成を重視しつつ、ウランバートル市の大気汚

染対策能力が強化される。 
指標 
1. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に２回、発生源

インベントリ集計結果、大気環境評価結果及び排ガス測定結果を含む年次報告

を発表する。 
2. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、UB 市副市長に対して、年次報告に

基づき、プロジェクト期間中に少なくとも５件の大気汚染対策に係る提言を行

う。 
3. 大気質庁が、他の関係機関と協力して、プロジェクト期間中に開催される全

てのラウンドテーブル会合及びそれに相当する会合で、プロジェクトによって

得られた結果を報告する。 
 

 AQDCC 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（重要主体） 
活動 1.5、1.7、1.9（補助）（インベントリ・

シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.2、4.4～4.6（重要主体） 
活動 4.3（補助）（大気汚染対策） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
特に、インベントリ作成・シミュレーション

及び大気汚染対策検討・省エネルギー診断と

いった技術面で関係機関との連携が必要と

分析された。 
制度面では排出基準の監査を行う際に、

Inspector の資格を持った技術者が限られて

いるなど大気質庁の責任範囲・権限の拡大を

図る必要がある。 
 区長・PSD 活動 3.5（重要主体（登録について）） ボイラ届出の配布・回収等、大気質庁が実施

する施策の支援を受ける必要がある。 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市エンジニアリング施設庁はエネルギー調整

委員会の一員としてボイラの監査を行ってきた

等の実績を持ち、緊密な協力関係を築く必要があ

る。大気質庁は特に排ガス測定を担当することで

監査に協力できる。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（補助） 

UB 市温水ボイラ利用調整局は所有してい

るボイラの維持管理のみならず、公共ボイラ

の故障の際の対応を行っているなど対策技

術面での支援を期待できる。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 UB市監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市監査庁もエネルギー調整委員会の一

員であり、規制を実施し、罰則を適用する権

限を有するなど、今後、ボイラへの規制を強化

していく際に協力を得る必要がある。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 UB市都市

開発計画

局 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 

 自然環

境・グリー

ン開発省 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

例えば、大気法・大気支払法の施行細則にお

いて大気質庁の責任範囲・権限を明記する

等、その拡大への協力を期待したい。 
 NAMEM 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 

活動 1.5、1.7、1.8、1.9（重要主体）（イ

当面、インベントリ作成やシミュレーション

実施において主体的な役割を担うことが適
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ンベントリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

切と考えられる。年間の作業計画を立て、覚

書を交わすことが望ましい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 NAQO 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 
活動 1.5、1.7、1.8、1.9（重要主体）（イ

ンベントリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁がウランバートル市を担当するの

に対して、モンゴル国全土を担当することか

ら、ウランバートル市における業務を適切な

範囲で大気質庁が担当することを承認して

もらいたい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 CLEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 分析機関であり、排ガス測定等での協力を期

待したい。 
 エネルギ

ー省 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

エネルギー法を改定中であり、その施行細則

の策定の中で、大気質庁の責任範囲・権限の

拡大を望む。また、所管している火力発電所

からの協力を担保してもらいたい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 国家監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁の職員に Inspector の資格を賦与す

る等、その責任範囲・権限の拡大に協力して

ほしい。 

 PP2 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 

 PP3 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 

 PP4 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。特に

第４火力発電所は排ガス測定機材も所有し、

技術者もいることから有望な委託先である。 
 モンゴル

国立大学 
活動 1.6～1.8（補助）（モニタリングデー

タ・シミュレーション） 
 

モニタリングデータ解析やシミュレーショ

ン結果の評価について技術的アドバイスを

受けることが望ましい。 
 モンゴル

科学技術

大学 

活動 1.2、1.3（補助）（インベントリ） 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術・省エ

ネルギー技術の技術移転候補）（重要主体

候補） 

大気汚染対策検討や省エネルギー診断の技

術面での支援を行う機関として有望である。

覚書を交わすことが望ましい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 モンゴル

鉄道 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術移転セ

ミナーへの協力）（補助） 
ボイラ運転員の実習を行う際に協力を依頼

する。 
 道路交通

建設都市

開発省 

 当面、移動発生源・その他発生源対策に関す

るデータ提供を望みたい。対策検討への協力

を期待するが、優先順位は高くない。 
 土地、建

設、測地、

地図局 

 当面、その他発生源対策に関するデータ提供

を望みたい。対策検討への協力を期待する

が、優先順位は高くない。 
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 その他 工場：活動 1.2（補助）（固定発生源） 
工場：活動 3.4～3.5（届出側） 
工場：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 
石油省：活動 1.3（補助）（移動発生源） 
UB 市交通政策局：活動 1.3（補助）（移動

発生源） 
HOB：活動 3.4～3.5（届出側） 
HOB：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

大工場については火力発電所に準じて協定

を結ぶことも考えられる。HOB に関しては

規制対象である。 
石油省や UB 市交通政策局も移動発生源に

関するデータ提供や対策検討への協力を期

待するが優先順位は高くない。 

    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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上位目標 
C/P-WG 機 関

および関連機

関 

プロジェクト上位目標 
ウランバートル市において大気汚染物質の排出削減のための施策が強化される 
指標 
1. １５０から約２００のＨＯＢや３つの火力発電所といったウランバートル

市内の主要固定発生源が管理され排出基準を遵守する。 
 

 AQDCC 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（重要主体） 
活動 1.5、1.7、1.9（補助）（インベントリ・

シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.2、4.4～4.6（重要主体） 
活動 4.3（補助）（大気汚染対策） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

AQDCC が構築すべき協力関係（C/P-WG の

体制化）と具体的方法（案） 
特に、インベントリ作成・シミュレーション

及び大気汚染対策検討・省エネルギー診断と

いった技術面で関係機関との連携が必要と

分析された。 
それぞれ NAMEM/NAQO やモンゴル科学技

術大学と連携することが当面、有効である

が、中期的には直接、担当できる人材を育成

するという選択肢もあり得る。 
制度面では排出基準の監査を行う際に、

Inspector の資格を持った技術者が限られて

いるなど大気質庁の責任範囲・権限の拡大を

図る必要がある。 
当面は監査庁の協力を得ることが現実的で

あると思われる。 
 区長・PSD 活動 3.5（重要主体（登録について）） ボイラ届出の配布・回収等、大気質庁が実施

する施策の支援を受ける必要がある。 
 UB市エン

ジニアリ

ング施設

庁 

活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市エンジニアリング施設庁はエネルギ

ー調整委員会の一員としてボイラの監査を

行ってきた等の実績を持ち、緊密な協力関係

を築く必要がある。大気質庁は特に排ガス測

定を担当することで監査に協力できる。 
大気汚染対策案検討・実施への協力を期待す

る。 
 UB市温水

ボイラ利

用調整局 

活動 3.1～3.5（重要主体） 
活動 4.1～4.6（重要主体） 
活動 5.1～5.5（補助） 

UB 市温水ボイラ利用調整局は所有してい

るボイラの維持管理のみならず、公共ボイラ

の故障の際の対応を行っているなど対策技

術面での支援を期待できる。 
新任の社長はゲル地区の大気汚染対策に関

心があり、大気汚染対策案検討・実施への協

力を期待する。 
 UB市監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市監査庁もエネルギー調整委員会の一

員であり、規制を実施し、罰則を適用する権

限を有するなど、今後、ボイラへの規制を強

化していく際に協力を得る必要がある。 
大気汚染対策案検討への主に制度面での協

力を期待する。 
 UB市都市

開発計画

局 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 
大気汚染対策案検討・実施への協力を期待す

る。 
 UB市環境

汚染・廃棄

物課 

活動 4.6（補助）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

UB 市における制度化を行う際に協力を得

る必要がある。 

 自然環

境・グリー

ン開発省 

活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体） 

例えば、大気法・大気支払法の施行細則にお

いて大気質庁の責任範囲・権限を明記する
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活動 5.1～5.5（重要主体） 等、その拡大への協力を期待したい。 
国家大気汚染低減委員会への提言の際など

の支援を期待する。 
 NAMEM 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 

活動 1.5、1.7、1.8、1.9（重要主体）（イ

ンベントリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

当面、インベントリ作成やシミュレーション

実施において主体的な役割を担うことが適

切と考えられる。年間の作業計画を立て、覚

書を交わすことが望ましい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 NAQO 活動 1.1～1.4、1.6、1.8（補助） 
活動 1.5、1.7、1.8、1.9（重要主体）（イ

ンベントリ・シミュレーション） 
活動 2.1～2.10（重要主体） 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（補助） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁がウランバートル市を担当するの

に対して、モンゴル国全土を担当することか

ら、ウランバートル市における業務を適切な

範囲で大気質庁が担当することを承認して

もらいたい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 CLEM 活動 2.1～2.10（重要主体） 分析機関であり、排ガス測定等での協力を期

待したい。 
 エネルギ

ー省 
活動 3.1～3.5（補助） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

エネルギー法を改定中であり、その施行細則

の策定の中で、大気質庁の責任範囲・権限の

拡大を望む。また、所管している火力発電所

からの協力を担保してもらいたい。 
大気汚染対策案検討・実施への協力を期待す

る。 
 国家監査

庁 
活動 2.9、2.10（重要主体）（監査） 
活動 3.4～3.5（重要主体）（運転許可） 
活動 4.6（重要主体）（制度化） 
活動 5.1～5.5（重要主体） 

大気質庁の職員に Inspector の資格を賦与す

る等、その責任範囲・権限の拡大に協力して

ほしい。 

 PP2 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 
特に新たに建設したセミコークス工場の発

生源情報の提供を希望する。 
 PP3 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。 

 PP4 活動 1.2、1.4（補助）（固定・その他発生

源） 
活動 2.1～2.7（条件付き） 
活動 3.4～3.5（届出側） 
活動 4.1～4.5（補助） 
大気汚染対策実施主体（※重要主体） 

大規模発生源であることから協定を結び、発

生源情報の提供や大気汚染対策計画の策定

を義務付ける。必要に応じて契約を結んで排

ガス測定の委託を行う方法も有り得る。特に

第４火力発電所は排ガス測定機材も所有し、

技術者もいることから有望な委託先である。 
 モンゴル

国立大学 
活動 1.6～1.8（補助）（モニタリングデー

タ・シミュレーション） 
 

モニタリングデータ解析やシミュレーショ

ン結果の評価について技術的アドバイスを

受けることが望ましい。 
 モンゴル

科学技術

大学 

活動 1.2、1.3（補助）（インベントリ） 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術・省エ

ネルギー技術の技術移転候補）（重要主体

候補） 

大気汚染対策検討や省エネルギー診断の技

術面での支援を行う機関として有望である。

覚書を交わすことが望ましい。 
大気汚染対策案検討への協力を期待する。 

 モンゴル

鉄道 
活動 4.1～4.5（大気汚染対策技術移転セ

ミナーへの協力）（補助） 
ボイラ運転員の実習を行う際に協力を依頼

する。 
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 道路交通

建設都市

開発省 

 当面、移動発生源・その他発生源対策に関す

るデータ提供を望みたい。対策検討への協力

を期待するが、優先順位は高くない。 
将来的に関連する大気汚染対策案の検討・実

施の際には重要度が高まると思われる。 
 土地、建

設、測地、

地図局 

 当面、その他発生源対策に関するデータ提供

を望みたい。対策検討への協力を期待する

が、優先順位は高くない。 
 その他 工場：活動 1.2（補助）（固定発生源） 

工場：活動 3.4～3.5（届出側） 
工場：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 
石油省：活動 1.3（補助）（移動発生源） 
UB 市交通政策局：活動 1.3（補助）（移動

発生源） 
HOB：活動 3.4～3.5（届出側） 
HOB：活動 4.1～4.5（補助）、大気汚染対

策実施主体（※重要主体） 

大工場については火力発電所に準じて協定

を結ぶことも考えられる。HOB に関しては

規制対象である。 
石油省や UB 市交通政策局も移動発生源に

関するデータ提供や対策検討への協力を期

待するが優先順位は高くない。 
将来的に工場・自動車発生源の影響が増加し

て、関連する大気汚染対策案の検討・実施の

際には重要度が高まると思われる。 

    
組織改編により、以下の名称が変更されている。 

自然環境・観光省→自然環境・グリーン開発省 

鉱物資源エネルギー省→エネルギー省 

公共熱供給公社→UB 市温水ボイラ利用調整局 
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